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１ 管内の状況 
 

 県北健康福祉センターは、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町及び

那珂川町の５市４町を管轄しており、区域の面積は２，２２９．５９ｋ㎡で、県面積の３４．８％を占めています。また、当セ

ンターは、地域保健法第５条第１項に基づき設置される保健所、社会福祉法第１４条第１項に基づき設置される福祉事

務所の機能を併せ持っており、県北保健所の管轄区域は上記の５市４町、那須福祉事務所の管轄区域は塩谷町、高根

沢町、那須町、那珂川町の４町、その他の福祉部門の事務は上記の５市４町を管轄するなど、部門によって管轄する区

域は異なっています。 
 管内の環境をみると、北部は日光国立公                                  （R２（２０２０）.1.1 現在） 

園の区域、東部は八溝・那珂川県立自然公 
園の区域となっており、豊かな自然環境に 
加え、那須、塩原、板室などの著名な温泉 
資源にも恵まれており、県内外の観光客に 
親しまれています。なお、地籍としては、山 
林（保安林を除く）・原野が６47．９９k ㎡、田・畑 

が５０5.74k ㎡となっており、約５２％が山 
林（保安林を除く）、農耕地等で占められてい 

 栃 木 県 管  内   
 
 
 
 
 
 
 

総 地 積 
田・畑 
宅 地 
山林・原野 
池沼・牧場 
雑 種 地 
そ の 他 

6,408.09k ㎡ 
1,3２0.76k ㎡（20.6％） 
 485.47k ㎡（ 7.6％） 
1,294.03k ㎡（20.2％） 
   29.01k ㎡（ 0.4％） 
  286.93k ㎡（ 4.5％） 
2,991.91k ㎡（46.7％） 

2,229.59k ㎡ 
 504.71k ㎡（22.6％） 
 129.19k ㎡（ 5.8％） 
 646.17k ㎡（29.0％） 
   12.68k ㎡（ 0.6％） 
 118.40k ㎡（ 5.3％） 
 818.44k ㎡（36.7％） 

ます。 
 管内の人口は、令和３（２０２１）年１０月１日現在３６４，２２８人で、県人口の１８．９％を占めています。管内人口の推

移は昨年比－３，３８８人、県人口の推移は昨年比－１０，５１６人といずれも減少傾向にあります。また、管内の世帯数

は、令和３（２０２１）年１０月１日現在１４６，９４４世帯で、昨年比－７７５世帯となりました。 
 管内の６５歳以上の老齢人口が占める割合、いわゆる高齢化率は３１．０％で、県平均の２９．１％をやや上回ってい

ます。なかでも、那須烏山市、塩谷町、那須町、那珂川町の高齢化率は３８％以上を示しており、県平均を大きく上回っ

ています。一方、さくら市、高根沢町の高齢化率は２７％以下で、県平均を下回っています。 
 人口動態では、令和２（２０２２）年の人口１，０００人対出生率は５．７％、死亡率は１２．０％となっていて、管内人口

が自然減少していることを示しています。 
 医療機関は、令和３（２０２１）年４月１日現在で、病院が２１箇所で病床数３，８１１床、診療所が３７６箇所（一般２２９箇

所、歯科１４７箇所）で一般診療所病床数が１７６床となっています。 
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 ◆ 市町村別面積、人口、世帯数 

                                                      人口・世帯数：令和３（２０２１）年１０月１日現在 

区     分     面 積 （ｋ㎡）     人  口  （人）      男   （人）      女   （人） 世  帯  数 

栃  木  県     ６，４０８．０９ 1,921,575     958,733 962,842 803,118 

管    内     ２，２２９．５９      364,228     182,214 182,014      146,944 

 大 田 原 市       ３５４．３６       71,864 35,253 36,611      30,309 

矢 板 市       １７０．４６       30,794      15,272      15,522       12,073 

那須塩原市        ５９２．７４      115,067      57,209 57,858 48,131 

さ く ら 市       １２５．６３ 44,294 22,952      21,342       16,480 

那須烏山市       １７４．３５       24,381 12,132 12,249        9,151 

塩 谷 町       １７６．０６       10,096 5,012 5,084        3,614 

高 根 沢 町        ７０．８７       29,143 15,227      13,916 12,297 

那 須 町       ３７２．３４       23,756      11,688      12,068        9,223 

那 珂 川 町       １９２．７８       14,833 7,469 7,364 5,666 

大 田 原 地 区     １，３１９．４４ 210,687     104,150     106,537       87,663 

矢 板 地 区       ５４３．０２ 114,327      58,463 55,864 44,464 

烏 山 地 区       ３６７．１３       39,214      19,601      19,613       14,817 

資料：国土地理院、栃木県毎月人口調査結果   
 
 ◆ 人口、高齢化率の推移 

                                                                    （単位：人、％） 

 
 

R 元（２０１９）.10. 1 R２（２０２０）.10. 1 R３（２０２１）.10. 1 

人 口 高齢化率 人 口 高齢化率 人 口 高齢化率 

栃  木  県 １，９４２，３１３   ２８．５ １，９３２，０９１ ２９．１ １，９２１，５７５ ２９．１

管    内 ３７０，１７８     ２９．８ ３６７，６１６ ３０．７ ３６４，２２８ ３１．０

 大 田 原 市 ７３，５０８     ２８．７ ７３，０９６ ２９．４ ７１，８６４ ２９．１

矢 板 市 ３１，６１７      ３２．６ ３１，２８０ ３３．２ ３０，７９４ ３３．９

那須塩原市  １１６，０４３     ２７．３ １１５，７４５ ２８．１ １１５，０６７ ２８．３

さ く ら 市 ４４，７４７      ２６．４ ４４，８０５ ２６．７ ４４，２９４ ２６．７

那須烏山市  ２５，１４４      ３７．１ ２４，６６２ ３７．９ ２４，３８１ ３８．５

塩 谷 町 １０，５３９      ３８．５ １０，２５９ ４０．１ １０，０９６ ４１．３

高 根 沢 町 ２９，３４３      ２５．０ ２９，２３４ ２５．７ ２９，１４３ ２５．７

那 須 町 ２３，８５２      ３９．５ ２３，５１８ ４０．６ ２３，７５６ ４１．５

那 珂 川 町 １５，３８５     ３９．０ １５，０１７ ４０．２ １４，８３３ ４１．０

大 田 原 地 区 ２１３，４０３     ２８．８ ２１２，３１５ ２９．９ ２１０，６８７ ３０．１

矢 板 地 区 １１６，２４６     ２８．７ １１５，５７８ ２９．４ １１４，３２７ ２９．７

烏 山 地 区 ４０，５２９     ３７．８ ３９，６７９ ３８．８ ３９，２１４ ３９．４

                                                          資料：栃木県毎月人口調査結果 



 - 4 -

２ 庁舎の現況（建物配置図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆ 建物の配置 
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用ﾄｲﾚ 

 
 

 
倉庫       検査室 

自転

車置
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    窓口   
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所長
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３ 組織図・職員配置表 
(1) 組織図 

令和４（２０２２）年４月１日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         （課員＝課長以外の職員数） 
 

(2) 職員配置表 
                                                   令和４（２０２２）年４月１日現在 
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栄 
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所長兼地域保健部長   １         １ 

総

務

福

祉

部 

次 長 兼 部 長 １         １ 

総 務 企 画 課 ６    １   １   ８ 

福祉支援ﾁｰﾑ  ５         ５ 

生 活 福 祉 課 ８         ８ 

地

域

保

健

部 

部長補佐（総括）    １      １ 

健 康 支 援 課 ２      ５  １  ８ 

健 康 対 策 課 ２    ２ １ ８  ２ １５ 

生 活 衛 生 課   ５ ８     １３ 

試 験 検 査 課    ２ ２     ４ 

合     計 ２４ １ ５ １２ ４ １ １４ １ ２ ６４ 

所 長 

次 長 

地域保健部長 

総務福祉部長 
部長補佐 
（総括） 

生活福祉課長 

福祉支援ﾁｰﾑ 

総務企画課長 

健康対策課長 

健康支援課長 

生活衛生課長 

試験検査課長 

主幹兼部長

補佐(総括) 

※地域保健部長兼務 

※総務福祉部長兼務 

※総務企画課長兼務 

課員  ７名 

課員  ７名 

課員 １４名 

課員 １２名 

課員  ３名 

課員  ５名 

課員  ７名 

職員計 ６４名 
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１ 事務事業執行方針 
   保健福祉行政は、人口減少・少子高齢化の急速な進行など、社会構造が大きく変化する中で、生

活保護受給者への対応や貧困の連鎖防止、在宅療養ニーズへの対応、新型コロナウイルス感染症対

策、鳥インフルエンザ発生時の対応、災害時における地域医療体制の確保、生活習慣病の発症・重

症化予防の徹底など、数多くの課題を抱えています。 
   令和４(2022)年度における施策の推進に当たっては、これらのことを踏まえながら、２年目とな

る「とちぎ未来創造プラン」をはじめ、各分野の計画を着実に推進していくことを基本として、保

健・医療・介護・福祉の連携で健やかで安心な暮らしの実現を進めていきます。 
 

２ 重点事業 
○ 総務福祉部 
 (1) 保健・医療及び福祉の総合的推進 
  ・ 地域保健福祉対策を総合的に推進するため、県北健康福祉センター協議会を開催します。 
  ・ 県北地域の医療提供体制を確保することを目的に地域医療構想の実現に向けた協議等を行うた

め、地域医療構想調整会議等を開催します。 
 ・ 保健・医療・福祉の連携体制の充実を図り、在宅医療」の支援体制を整備します。 

    ・ 誰もが住み慣れた家庭や地域において、病気になっても、高齢になっても安心して生活できる   
よう、在宅医療体制の充実を図り、地域包括ケアシステムの構築支援を行います。  

 (2) 保健・医療・福祉関係職員等の養成及び研修の充実 
  ・ 保健・医療・福祉従事者の養成確保と資質向上を図るため、実習生の受入れ体制を整備すると   

ともに実習内容の充実を図るため関係機関へ協力を依頼します。 
   ・ 住民のニーズに対応した保健・医療・福祉等の総合的なサービス提供が可能となるよう、市町

保健福祉関係職員等に対する研修を実施します。 
 (3) 健康危機管理体制の整備 
  ・ 地域住民の生命、健康の安全を脅かすおそれのある各種健康危機に適切かつ迅速に対応するた   

め、県北地区における健康危機管理の拠点として、地域の関係機関、団体と連携し、平常時の備    
えや健康危機発生時における危機管理体制を整備します。 

  ・ 災害時における迅速かつ的確な対応を行うため、保健・医療の専門的見地からの調整・判断が   
可能な体制を整備します。 

  (4) 医療機関に対する指導 
  ・ 医療機関の適正な運営を確保するため、医療法に基づき病院及び有床診療所に対する立入検査   

等を実施します。 
 (5) 介護保険制度の推進 
  ・ 介護保険事業の適正な運用を図るため、市町（保険者）との連絡調整を行います。 
 (6)  地域福祉の推進 
   ・ 地域福祉を推進する民生委員・児童委員へ、資質向上に資する研修を実施します。 
  ・ 青少年健全育成のため、地域の関係機関と連携を図り、意識の啓発や地域社会の環境浄化を推 

進します。 
  (7)  児童福祉、母子（父子・寡婦）福祉、及び婦人保護対策の推進 
   ・ ひとり親家庭等の経済的自立や児童の健全育成を図るため、児童扶養手当等の支給や、福祉資 



 - 7 -

金の貸付等を行います。 
   ・ 児童虐待の早期発見・早期対応を図るため、関係機関と連携して支援します。 
    ・ 配偶者等からの暴力など、悩みや問題を抱えた女性等の相談に応じるとともに、関係機関と連 

携して必要な支援を行います。 
  (8)  生活保護の適正実施 
   ・ 生活保護法に基づき、生活困窮世帯に対して憲法で保障する「健康で文化的な最低限度の生活」

を確保するとともに、自立助長に向けた支援を行います。 
  ・生活保護実施方針を定め、業務の組織的かつ計画的な運営を行い、適正な生活保護の実施に努

めます。 
   ・ 被保護世帯ごとに自立阻害要因を的確に把握し、被保護世帯の実情に応じた自立助長支援を促

進していきます。 
    ・ 生活保護の相談・申請時において、保護制度の丁寧な説明等を行い、安心して相談できる体制

を構築します。 
   ・ 就労支援員を配置し、生活保護受給者等就労自立促進事業（ハローワークとの連携事業）等に

より、被保護者等の就労支援を行います。 
  ・ 課税調査の徹底等により、保護費の不正、不適正受給対策を実施します。 
 (9) 生活困窮者自立支援事業の推進 

・ 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を幅広く受け止め、包括的な支援を行います。 
・ 生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、必要な情報提供及び助言を行うとともに、 
各種自立相談支援事業を用いた支援プランを作成し、本人の状況に応じた適切な支援を継続的に 
行います。 
・ 貧困の連鎖の防止のため、生活困窮家庭の児童・生徒に対し学習の場を提供し、学習支援や児 
童等の悩みや進学などの助言を行うとともに、その親に対する相談支援等を実施します。 

  ・「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の審査及び支給事務を迅速に行い、支給対   
象者の生活支援を実施します。 

○ 地域保健部 
 (10)  精神保健福祉対策の推進 
   ・ 増加傾向にあるストレスや不適応などの精神的諸問題を抱える人や家族を総合的に支援するた

め、精神科医師・保健師等による相談や訪問、関係機関との連携を推進します。 
・ 自殺対策基本法の基本理念を踏まえ、相談体制を強化します。また、会議や研修をとおして関

係者間の連携を推進します。    
・ 精神保健福祉法に基づき、緊急に医療を必要とする精神障害者に対して適切な医療を確保する   
ため、申請や通報の受理、調査、診察、判定、連絡調整を実施します。 

   ・ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた関係者の調整・連携を進めてい

きます。 
 (11)  母子保健対策の推進 
   ・ 乳幼児の心身障害の早期発見・早期療育のため、総合養育支援事業、乳幼児二次健康診査事業、   

発達障害児支援事業を実施します。 
  ・ 学齢期の子どもの心の相談窓口を開設し、地域の関係機関と連携した子どもの心の相談支援体   

制の構築を図ります。 
  ・ 思春期保健対策として、思春期教室を開催します。また、関係機関連携会議や研修等を開催し

支援体制の強化を図ります。 
   ・ 不妊対策の充実のため、大学生等を対象としたすこやか妊娠サポート事業等を実施します。 
 (12) とちぎ健康２１プラン(2 期計画)の推進 
   ・ とちぎ健康２１プラン(2 期計画)の推進を図るため、県北地区地域・職域連携推進事業等、ま
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た、生活習慣病予防対策や市町の健康増進事業への支援を行います。 
   ・ 県民の食生活・栄養改善を図るため、専門的食生活指導・相談、地域の人材育成、地域の食と

健康づくり推進事業、官民協働の健康づくり推進事業を実施します。 
    ・ 健康増進法に基づき、特定かつ継続的に食事を提供する施設に対し、栄養管理の実施について   

情報の提供、助言指導及び研修等を行います。また、受動喫煙対策に関する苦情や相談等を受け

付け、受動喫煙防止の体制づくりを支援します。 
 (13) 難病及び小児慢性特定疾病対策の推進 
   ・ 患者及びその家族が安心して療養できる環境づくり・体制づくりを推進するため、関係機関と

連携し、療養状況や支援の必要に応じた支援を実施します。 
    ・ 個々の状況に応じた具体的な支援計画に基づき、在宅療養の支援を行います。 
 (14) 感染症予防対策の推進 
   ・ 感染症集団発生を予防するための啓発として情報を発信します。 

・ 感染症予防のため、集団給食従事者、水道従事者、福祉施設入所者等の腸内細菌検査等を実施

します。 
   ・ 感染症発生時の防疫対応が的確にできるよう、関係者に対する講習会や指導助言を行います。 
   ・ 結核を含む感染症発生に対し、必要な範囲に対し調査を実施します。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策として的確な患者対応に努め、相談窓口等による正しい情報提

供を行います。 
   ・ 新型インフルエンザ等行動計画やガイドラインをもとに、新型インフルエンザの発生に備える   

ため、関係機関との連携を強化します。 
  ・ 栃木県高病原性鳥インフルエンザ等健康調査等に係る対応指針に基づき、関係機関と連携し鳥

インフルエンザ発生時の防疫作業員の健康調査等に備えます。 
   ・ エイズ及び性感染症対策として、HIV（エイズ）、性器クラミジア、淋菌及び梅毒について、検

査・相談の利用の機会に関する情報提供及び検査を受けやすくするための体制の整備に努めま

す。 
  ・ 肝炎対策として、肝炎ウイルス検査の普及や相談体制の充実に努め、肝炎ウイルス陽性者に対

するフォローアップや、精密検査及び治療に要する医療費の助成に対する申請受付を行います。 
  (15) 食品の安全確保の推進 
   ・ 食品の安全性を確保し、健康被害の発生を防止するため、県食品衛生監視指導計画に基づき、   

食品関係営業施設等に対する監視指導を強化します。特に、大規模観光地である那須・塩原を中   
心とした営業施設や広域流通食品製造業を重点的に監視指導するとともに、学校給食等の大量調   
理施設に対する衛生管理の徹底を指導します。 

   ・ 食中毒などの健康被害の防止のため、営業者自身による自主衛生管理や食品の適正表示の推進   
を図るとともに、「とちぎＨＡＣＣＰ」の認証取得を推進します。 

    ・ 不良食品の流通を防止するため、収去検査を実施します。 
   ・ 消費者・食品営業者等との相互理解を促進するため、食品に関する情報提供や意見交換（リス   

クコミュニケーション）を実施します。 
 (16) 生活衛生の推進 
   ・ 日常生活に密接な関係のある理容所・美容所・旅館・公衆浴場等の生活衛生関係営業施設の衛   

生確保を図るため、監視指導を実施します。特に、入浴施設におけるレジオネラ症発生防止のた   
め、公衆浴場及び大規模旅館については重点的に実施します。 

   ・ 多人数が利用する大規模店舗等の特定建築物における衛生的な環境の確保のため、監視指導を   
実施します。 

 (17) 薬事対策の推進 
   ・ 医薬品、医療機器等の有効性及び安全性を確保するとともに、毒物・劇物等による危害の発生     
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を防止するため、監視指導を実施します。特に、薬局・医薬品販売業者に対する販売管理体制等     
の監視を強化します。 

   ・ 深刻な社会問題になっている薬物乱用を防止するため、薬物乱用防止指導員と連携する等、正   
しい知識を普及啓発すると共に再乱用防止のための支援を行います。 

 (18) 温泉の保護と適正利用の推進 
   ・ 温泉の適正利用を図るため監視指導を実施します。 
 (19) 試験検査の実施 
   ・ 科学的な根拠に基づいた行政指導を行うため、食品収去検査、食中毒等関連検査、工場排水検

査等を実施します。 
・ 検査に当たっては、GLP を遵守するなど試験検査の信頼性の確保を図ります。 
・ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会における食品の安全性を確保するため、両大会で提供され 
る食品の細菌検査を実施します。 
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１ 総務企画課 

  １ 保健、医療及び福祉の総合的推進                              

   (1) 県北健康福祉センター協議会を開催します。 

   (2) 管内市町主管課長会議を開催します。 

 (3) 県北地域医療構想調整会議、病院及び有床診療所会議を開催します。 

   (4) 県北在宅医療推進支援センターにおいて、医療機関から施設、在宅等への切れ目のない支援 
体制を構築するために、会議や研修会等を開催します。また、市町の在宅医療・介護連携推進 
事業の取組を支援します。 

    (5) 県北障害保健福祉圏域調整会議等を開催します。 

  (6) 医療的ケア児とその家族を地域で支えられるようにするために、地域の課題や対応策につい

て意見交換や情報共有を図る協議の場を設置します。 

    (7) ホームページ等を活用し、適時適切な情報提供を行います。 

  ２ 健康危機管理の総合調整 

   (1) 「県北地区健康危機管理連絡会議｣を開催し、県北健康福祉センターを中核とした、平常時に

おける関係機関・団体との連携体制の構築と、健康危機発生時における情報の収集、伝達、提

供体制及び対応体制を整備します。 

   (2) 健康危機管理への意識の高揚を図るため研修会等を開催します。 

    (3) 栃木県救急・災害医療運営協議会災害医療体制検討部会県北地域分科会を開催し、災害医療 

体制の整備に向けた検討を行います。 

  ３ 統計調査の実施 

(1) 厚生労働省の委任により、公衆衛生活動の基礎資料となる人口動態調査や国民生活基礎調査 

をはじめ、医療施設調査、病院報告、衛生行政報告例、地域保健・健康増進事業報告等の各種統 

計調査を行います。 

  ４ 保健・医療・福祉関係職員等の養成及び研修の充実 

   (1) 保健・医療・福祉従事者の養成確保と資質の向上を図るため研修を実施します。また、実習

生を受け入れます。 

   (2) 保健福祉を担う関係者の資質の向上を図るため、地域保健福祉関係職員等研修を実施します。 

  ５ 病院及び診療所に対する指導、検査等の実施 

(1) 病院、診療所、歯科診療所及び助産所からの許認可申請及び届出についての審査、指導及び 

検査を行います。                

   (2) 病院及び診療所に対する立入検査を実施します。 

   (3) 医療安全相談センターに係る事務を行います。 

  ６ あん摩マッサージ指圧師等施術所、柔道整復師施術所、歯科技工所、衛生検査所に対する指導、

検査等の実施 

(1) あん摩マッサージ指圧師等施術所、柔道整復師施術所、歯科技工所、衛生検査所からの届出 

についての審査及び指導を行います。 

   (2) 衛生検査所に対する立入検査を行います。 

  ７ 救急医療対策の充実 

   (1) 救急法等講習会を開催します。 

   (2) 救急告示医療機関の認定申出（新規・更新）に対する調査を行います。 

  ８ 地区公衆衛生大会の開催 
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   (1) 大田原地区公衆衛生協会の指導・助言及び地区公衆衛生大会を開催します。  

９ 各種免許の交付 

   (1) 次の各種免許に関する申請、籍訂正、再交付申請等の受理、免許証の交付を行います。 

    ア 〈国免許〉医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学

療法士、作業療法士、視能訓練士、管理栄養士 

    イ 〈県免許〉准看護師、栄養士 

10 石綿による健康被害の救済給付の実施 

(1) 石綿による健康被害の救済制度による救済給付の認定申請の受付業務を行います。 

     

〈 福祉支援チーム 〉 

  １ 児童福祉及び児童虐待防止対策の推進  

(1) 児童虐待の対応について、要保護児童の通告受理等、児童相談所及び関係機関と連携して行 

います。 

    (2) 要保護児童対策地域協議会に参画し、関係機関との連携を図ります。 

    (3) 里親認定申請書等の受理、及び認定に係る調査等を行います。 

    (4) 助産施設及び母子生活支援施設への入所及び入所後の自立支援を行います。 

  ２ 配偶者暴力防止法に係る被害者の相談・支援の推進 

    婦人相談員（母子・父子自立支援員兼務）等による相談を行うとともに、婦人相談所へ一時 

保護を依頼するなど、必要な支援を行います。 

３ 母子（父子・寡婦）福祉対策の推進 

(1) ひとり親家庭に対して、母子・父子自立支援員（婦人相談員兼務）等による相談や支援を行 

います。 

    (2) 母子父子寡婦福祉資金の貸付相談、貸付金の交付及び償還支援を行います。 

４ 児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給 

    (1) 児童扶養手当（町）の受給資格認定及び支給事務を行います。 

    (2) 特別障害者手当、障害児福祉手当等（町）の受給資格認定及び支給事務を行います。 

    (3) 特別児童扶養手当（市町）の受給資格認定及び支給事務を行います。 

５ 民生委員・児童委員活動への支援 

    (1) 民生委員・児童委員を対象とした各種研修会を開催します。 

    (2) 主任児童委員を対象とした研修会を開催します。 

    (3) 民生委員・児童委員協議会定例会へ出席するなどして、助言や支援を行います。 

６ 地域福祉の推進 

   (1) おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業に関する業務を行います。 

    (2) 福祉関係の功績に係る叙勲・表彰に関する業務を行います。 

  (3) 厚生労働省所管事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るための国民生活基 
礎調査（所得票・貯蓄票）を行います。 

7 青少年の健全育成の推進 

    (1) 那須地区青少年育成推進連絡協議会の運営を行います。 

    (2) 同協議会が開催する次の事業を行います。 

      ・少年の主張発表那須地区大会 

    ・環境浄化活動（携帯電話販売店、書店等への立入調査） 

    ・青少年育成指導員等の研修会 
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２ 生活福祉課 

 １ 生活保護の適正実施 

    (1) 生活保護業務の実施方針の策定及び適切な運用 

         被保護世帯への適切な援助と自立促進を図るため、各世帯の実情に応じた実施方針を策定

し、関係機関との連携を密にして制度の適正な運用に努めます。 

また、生活保護制度が住民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進や不正受給対

策の強化に努めます。 

    (2) 生活保護査察指導の実施 

      生活保護法の適正な実施を確保するため、各担当員に対し査察指導員による指導・学習機

会の充実を図ります。 

    (3) 生活保護適正実施等推進事業の実施 

         生活保護の適正な実施を確保するため、次の事業を実施します。 

      ア 扶養義務調査徹底事業 

      扶養義務者からの支援状況を把握するため、扶養義務者等に対して扶養内容調査を実施し

ます。 

      イ 収入調査徹底事業 

      収入状況調査を徹底し、適切な保護費支給及び不正受給防止に努めます。 

      ウ 保護開始時預貯金等調査徹底事業 

       資産状況調査を徹底し、適切な保護費支給及び不正受給防止に努めます。 

      エ 日用品費等支給適正運営事業 

       適正な日用品費等の支給を図るため、入院患者の日用品費等の調査を実施します。 

      オ 福祉事務所職員研修等事業 

       担当職員の知識・技能等の習得のため、積極的に研修会等へ参加させ、資質と実施水準の

向上に努めます。 

     (4) 自主的内部点検の実施 

      生活保護業務実施上の問題点と改善策を検討するため、個別ケースの内部点検を実施しま

す。 

     (5) ケース検討・診断会議の運営実施 

      生活保護法の適正実施にあたり、複雑困難な問題を有するケースについて、開始・廃止の

決定、援助方針、措置内容等を総合的に検討し、決定の適法性、ケースの援助の充実及び妥

当性を確保します。 

     (6) 自立支援プログラムの実施 

      被保護世帯の状況を把握し、被保護者の状況や自立阻害要因について類型化し、各類型毎

に自立支援の内容・実施手順を定めた自立支援プログラムに基づき、被保護者に対して必要

な支援を組織的に実施します。 

      ア 生活保護受給者等就労自立促進事業（公共職業安定所との連携事業） 

      イ 年金受給支援プログラム     

      ウ 障害者自立支援プログラム   

      エ 入院患者退院促進プログラム  

      オ 金銭管理委託支援プログラム  

     (7) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の活用 

      一定額の資産価値を有する居住用不動産を所有する高齢者については、社会福祉協議会が

行う要保護者向け不動産担保型生活資金の活用を促進します。 

   (8) 被保護者就労支援事業 

      就労支援員を配置し、就労の支援に関し被保護者からの相談に応じるとともに、履歴書の
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書き方や面接の受け方の指導、公共職業安定所への同行訪問等、また就労後における職場定

着に向けた支援を行います。 

     (9) 被保護者健康管理支援事業 

生活面からの健康管理支援（健診受診勧奨等）を行うことで、被保護者の生活習慣病予防等

を図り、自立助長を促進する目的で、当事業を実施します。 

    (10) 町、民生・児童委員、医療機関等との連携推進 

      管内の町と連携を強化するとともに、民生・児童委員協議会に出席する等により連絡協力

体制を堅持していきます。また、医療扶助の適正な実施を確保するため、医療機関に対し制

度の趣旨徹底と連絡協力体制を推進していきます。 

   (11) 生活保護の統計及び報告の実施 

      生活保護の実態を数量的に把握し、管内特性の把握等、生活保護業務運営のため活用しま

す。 

2 中国残留邦人等支援給付の適正実施 
 (1) 中国残留邦人に対する支援給付金の適正支給 

         中国残留邦人とその配偶者の生活の安定を目的として、その世帯の必要に応じて生活支援

等を実施します。 

  3 生活困窮者自立支援制度の実施 

    (1) 生活困窮者自立支援法に基づく事業の実施 

      ア 自立相談支援事業の実施 

      管内４町に４名の生活困窮者自立相談支援員を配置し、ワンストップ型かつ寄り添い型の

相談窓口として関係機関と連携しながら、包括的な支援・個別的支援・早期的支援・継続的

支援を行います。 

      イ 住居確保給付金の実施 

      離職・廃業又は本人の都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住居を喪

失するおそれのある者等を対象に有期で住居確保給付金を支給します。また、住宅及び就労

機会の確保に向けた支援を行います。 

    ウ 就労準備支援事業の実施（委託事業） 

     生活基礎能力、対人能力、社会適応能力等に問題を抱え、雇用による就労が著しく困難な

生活困窮者等に対して、一般就労に向けた準備（訓練）を計画的に実施、支援します。 

    エ 学習支援等事業の実施（委託事業） 

     生活保護世帯や生活困窮状態にある世帯の児童・生徒に対し、学習支援や児童等の悩みや

進学などの助言を行い、児童等の学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上にむけ子ども

と保護者の双方に必要な支援をします。 

    オ 家計改善支援事業の実施 

     生活困窮の原因が浪費や借金返済等にあり、家計の収支均衡がとれないなど、家計に問題

を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかにし、生活の再

生に向けた情報提供、専門的な助言・指導を行い相談者自身の家計管理能力を高め、早期に

生活が再生されるようを支援します。 

（2）コロナウイルス感染症に係る生活困窮者支援の実施 

 緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対

して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつ

なげるため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給し、生活支援を行い

ます。 
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３ 健康支援課 

  １ 精神保健福祉の推進 

    (1) 精神保健福祉対策の総合的な推進 

     ア 精神保健福祉相談指導事業 

      精神疾患の早期発見・早期治療を促進するため、精神保健福祉に関する相談、指導を実施

します。 

    ・精神保健福祉相談（クリニック） 

    ・家庭訪問・面接・電話相談 

      ・事例検討・コンサルテーション・受理会議等を実施し市町・関係機関との連携強化 

     イ 自殺対策事業の推進 

     自殺対策の一環として、住民を対象に普及啓発及び関係者の研修等を実施します。また、

市町や関係機関と連携し、自殺対策のセーフティネットを構築します。 

     ウ 精神科緊急医療の確保 

     精神保健福祉法に基づき、緊急に医療を必要とする精神障害者に対して適正な医療を確保

するため、申請や通報の受理、調査、診察、連絡調整を実施します。また、警察署等の通報機

関や精神科救急情報センターと適切な連携・協力を行います。 

     エ 精神科病院に対する指導 

     適正な精神障害者の医療及び保護を確保するため、精神科病院の運営や入院者の処遇の状

況を実地において調査し、必要な指導を行います。 

    (2) 精神障害者の自立の促進 

     ア 自立支援医療の認定及び精神保健福祉手帳の交付 

     イ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

     精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保

健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、重層的な連携による支援体制の構築を図り

ます。 
   ウ 措置入院者の退院後支援 

     地域でその人らしい生活を安心して送れるよう、措置入院者が退院後に医療等の継続的な

支援を受けられる仕組みの整備を行います。 

   エ 市町・相談支援事業所との連携 

     市町等が行う障害者自立支援法に基づく相談支援体制が円滑に実施されるよう関係機関と

連携を図ります。  

   オ 発達障害者及び高次脳機能障害者に対する支援 

    (3) 障害者の社会参加の促進 

     ア 精神障害者社会参加総合推進事業 

       家族や関係機関の職員を対象に家族教室や研修等を行い、精神障害者の社会復帰・社会参

加の促進を図ります。 

  ２ 母子保健の推進 

  (1) 子どもの健やかな成長、発達への支援  

     ア 乳幼児健全育成事業（乳幼児二次健康診査、発達障害児支援事業、総合養育支援事業） 

     乳幼児の心身障害を早期に発見し、早期療育を行います。 

イ 療育の給付 

     長期間の入院治療を要する結核児童に対し、医療の給付及び学習用品・日用品の給付を行

います。 

ウ 子どもの心の相談支援体制強化事業 

     発達障害等を持つ学齢期の子どもや保護者のために、子どもの心の相談窓口を開設し相談
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支援体制の充実を図ります。また、子どもの心の問題等に対応するため、地域の医療機関や

保健・医療・福祉・教育関係機関と連携した支援体制の構築を図ります。 

  (2) 安心して妊娠、出産できる環境の確保 

ア 総合養育支援事業 

     未熟児や特定妊婦等の支援について、産科医療機関・市町等と連携した支援体制の構築を

図ります。   

   イ ようこそ赤ちゃん！支え愛事業 

     産後うつ等を抱える妊産婦への支援について、産科・精神科医療機関・市町等と連携し、早

期支援が図れるよう体制の構築を図ります。 

ウ すこやか妊娠サポート事業 

         就職や結婚、妊娠、出産を迎える大学生等を対象に、妊娠出産に関する正しい知識等を普

及啓発し、妊娠や出産を踏まえたライフプラン設計を支援します。    

エ 不妊に悩む方への特定治療支援事業 

       令和４年３月末までに開始した保険適用外の体外受精及び顕微授精に係る治療費の一部を

助成するとともに、今年度から適用された公的医療保険制度の情報提供を行います。   

オ 受胎調節実施指導員免許申請の受理 

(3) 思春期保健対策の充実 

        思春期の子どもやその保護者に対して、命の大切さや性に関する正しい情報を普及啓発す

るため教室を行います。 

  (4) 母子保健推進体制の整備 

     ア 母子保健推進部会 

     母子保健対策のあり方等について協議するとともに、保健・医療・福祉・教育等関係機関と

の連携を図ります。 

 

４ 健康対策課 

 １ とちぎ健康２１プラン（２期計画）の推進 

    (1) 地域・職域連携の推進 

     地域・職域連携推進部会を開催し、地域の健康課題の抽出や検討を行い、情報交換会・研修

を通じて、プランを推進します。 

 ２ 健康長寿とちぎ県民運動推進事業の推進 

      健康づくり推進条例に基づき、健康長寿とちぎ県民推進運動を推進します。なお、身体（か

らだ）を動かそうプロジェクト、食べて健康！プロジェクト、栃木県脳卒中啓発プロジェクト、

人生 100 年フレイル予防プロジェクトの４つを重点プロジェクトとして掲げ、取り組みを行い

ます。 

 ３ 生活習慣病対策の推進 

       糖尿病や脳卒中、がんなどの生活習慣病の予防について普及啓発をはかるとともに、特定健

診・保健指導及び健康増進法に基づき市が実施する保健事業の評価について支援を行う。 

 ４ とちぎ健康経営事業所認定制度推進事業 

     事業所による働く世代の健康づくりを促進するため、従業員の健康づくりに積極的に取り

組む事業所の認定制度について、周知や情報提供を行います。 

 ５ 栄養改善対策の推進 

   (1) 専門的･広域的食生活指導・支援事業 

      在宅で療養する者に対する個別及び集団の食事療養指導等を行います。また、保健、医

療、介護・福祉に関係する機関等と連携し、食生活支援体制の整備を図ります。 

   (2) 地域の人材育成 
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        地域の健康づくりや栄養改善業務を効果的に推進するため、管内市町所属及び在宅の栄養

士、食生活改善推進員等を対象に研修会を開催します。                   

   (3) 給食施設等指導事業 

      健康増進法に基づき、特定給食施設やその他の給食施設等の衛生及び栄養管理の適正化を

図るため、給食施設巡回指導や相談、研修会を開催します。  

     また、給食研究会を支援し、給食種別ごとのネットワークづくりを支援します。 

  (4) 国民健康・栄養調査（県民健康・栄養調査） 

     健康増進法に基づき、県民の健康・栄養状態を明らかにするため必要な調査を実施します。 

     また、本県特有の課題等に対し、科学的根拠に基づき的確に対応するため、県民の食生活・ 

    生活習慣や健康状態を把握するための調査を実施します。 

   (5) 食品表示推進事業 

     健康増進法及び食品表示法に基づき、誇大表示や食品表示(保健事項)等に関する指導を行

います。  

 ６ 食生活改善環境整備の推進 

  (1) 地域の食と健康づくり推進事業 

       地域の健康づくりの関係者との連携強化を図りつつ、子どもの頃から高齢期までの、食育

・健康づくりを推進するための会議・研修会等を開催します。 

    (2) 食生活改善推進事業 

     企業や団体と連携し、県民の健康的な食生活等の環境を整えるため、「とちぎのヘルシー

グルメ推進店」の推進拡大、栄養成分表示やヘルシーメニューの提供に関する相談指導、研

修会等を開催します。 

 ７ 運動･身体活動推進事業の推進 

      身体を動かそうプロジェクトの一環として、健康づくりのためのウォーキング普及に向け

た機運を高めます。 

 ８ 喫煙対策の充実 

    (1) 職場等における受動喫煙防止の環境整備を支援します。 

（2）多数の人が利用する店舗・施設における受動喫煙を防止するため「とちぎ禁煙・推進店（施

設）」の登録を推奨します。 

（3）健康増進法の改正について広く周知し、相談・苦情等の対応を行います。 

 ９  歯科保健の推進 

       県民自らが歯及び口腔の健康づくりに関心と理解を深めることができるよう、コンクールや

啓発を実施します。 

10 難病対策の推進 

   (1) 小児慢性特定疾病、指定難病特定医療費 

      小児慢性疾病及び原因が不明で治療方法が確立していない難病のうち、特定の疾病につい

て、その患者家族の医療費の負担軽減を図るため、保険診療自己負担分の一部を公費負担し

ます。 

   (2) 難病患者地域支援対策事業及び小児慢性特定疾患総合支援支援事業 

     在宅で療養している難病患者及び家族への支援を行うため、関係機関、患者団体及び専門医

師等との連携を推進します。 

    ア 申請等の面談・電話相談 

    イ 保健師・専門医等による訪問指導、事例検討会 

    ウ 在宅難病患者支援者等研修会 

    エ 在宅神経難病患者等の緊急時のための情報提供 

    オ 患者・家族会、医療生活相談会 
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11 感染症対策の推進 

    感染症の予防及びまん延防止のため、新型インフルエンザ等感染症を含む感染症に対し、法

に基づき適切な対策を実施します。 

   (1) 感染症予防対策 

    ア 集団給食従事者、水道従事者、福祉施設入所者等の腸内細菌（細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌

Ｏ-１５７等）の検索 

    イ 感染症予防機動班による集団給食施設等への監視指導の実施 

     ウ 施設等管理者や介護従事者等を対象とした、感染症予防に関する知識及び技術に関する指導

・助言の実施 

  (2) 感染症発生時対策 

      「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、迅速かつ的確に

対策を実施します。なお、感染症類型に応じて以下のことを行います。 

    ア 疫学調査、応急入院勧告、患者の搬送、健康診断の勧告や消毒の命令等の実施 

    イ 感染症診査協議会、感染症診査協議会結核部会の開催 

    ウ 医療費の公費負担の実施 

    エ 結核患者の登録管理及び結核登録者情報システムの実施 

   オ 結核患者各自に適した必要な服薬支援（地域ＤＯＴＳ）の実施 

   カ 年間を通じた、感染症指定届出医療機関からの感染症発生情報、病原体情報の収集及び住民

に対する感染症流行状況の提供及び感染予防のための普及啓発の実施 

  (3) 新型インフルエンザ等対策 

     行動計画及びガイドラインに基づき、迅速かつ的確に対策を実施します。 

 （4）新型コロナウイルス感染症対策 

感染症法に基づき、的確な患者対応に努め、相談窓口等による正しい情報提供を実施します。 

  （5）鳥インフルエンザ発生時の防疫作業員の健康調査 

     対応指針等に基づき、関係機関と連携し迅速かつ的確に実施します。 

   (6) エイズ・性感染症予防対策 

     特定感染症予防指針に基づき以下の事業を実施します。 

    ア ＨＩＶ抗体検査、性感染症（梅毒、クラミジア、淋菌）検査 

  イ ＨＩＶ検査普及週間や世界エイズデーに合わせたエイズ・性感染症に関する普及啓発事業 

の実施 

    (7) 肝炎対策 

    ア Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査の実施 

イ ウイルス性肝炎者等陽性者フォローアップ事業の実施 

    ウ 電話等による相談の受付 

    エ 医療費助成に関する相談及び申請の受付 

 12  原爆被爆者援護の推進 

    原子爆弾被爆者の援護に関する法律に基づき、被爆者の健康管理を図るため、手帳の交付、

手当の支給、健康診断の実施等被爆者援護事業を実施します。 

13  骨髄バンク登録の推進 

       骨髄バンク登録に対する理解と普及啓発を推進するため、骨髄提供希望者からの相談を受け、

登録に必要な採血業務等を行います。  

14  臓器移植の推進 

       臓器提供意思カードの普及を推進します。 
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５ 生活衛生課 

  １ 食品の安全確保の推進 

   ノロウィルスや腸管出血性大腸菌Ｏ‐１５７等による食中毒など食品による事故の発生を防止

するため、食品関係営業施設に対する指導及び検査等を実施します。 

 

    (1) 食品関係営業施設の許可に係る指導及び検査 

      食品関係営業施設の新規許可及び更新許可に係る指導及び検査を実施します。 

    (2) 食品関係営業施設及び給食施設の監視および衛生指導 

      食品衛生機動班を活用して、観光地のホテル、旅館、製造業者及び大規模販売等の食品関

係営業施設を、また感染症予防機動班を活用して給食施設の監視指導を強化し、食品による

健康被害の発生を防止します。さらに、食品製造加工業届出施設についても監視指導を行い、

食の安全安心の確保に努めます。 

    (3) 食品の収去検査の実施 

      食品製造施設、スーパーマーケット等の食品販売店から食品を収去検査し、不良食品の流

通を防止します。 

また、放射性物質に汚染された不良食品の流通防止のため、併せて収去検査を実施します。 

    (4) 食品関係営業者等に対する衛生講習会及びリスクコミュニケーションの実施 

      食品関係営業者等に対する衛生講習会を実施し、食品の衛生的な取り扱い及び適正表示等

の指導を行うとともに、食品の安全性に対する正しい理解促進のため、消費者、食品関係営

業者、行政との相互理解推進を図ります。 

    (5) 食品衛生関係団体の育成指導 

      栃木県食品衛生協会の支部等の育成指導を行うとともに、食品衛生指導員等の活動強化を

図り、食品取扱従事者の健康管理、施設の改善等の自主衛生管理を促進します。 

    (6)とちぎＨＡＣＣＰの普及推進 
     栃木県食品自主衛生管理認証制度（とちぎＨＡＣＣＰ）の普及を図ることにより、食中毒等

事故のリスクを低減し、消費者が安全な食品を選択する際に参考となる情報を提供します。 

２ 生活衛生の推進 
    (1) 生活衛生関係営業施設の許可、監視指導 
     理容所・美容所・クリーニング所の確認、旅館・公衆浴場及び興行場の許可、民泊の届出受理 
   及び各施設の設備・衛生管理等の監視指導を行います。          
    (2) 建築物衛生法に関する衛生指導・事業登録 

     特定建築物に対して、衛生的な維持管理に係る監視指導と共に特定建築物の届出及び自主管

理の指導を行います。また、建築物衛生法に基づく登録業の登録、衛生管理指導を行います。 
    (3) 衛生害虫等の駆除に係る指導 
     住宅衛生、衛生害虫等に係る相談に対して、駆除の方法等の適切な指導・助言を行います。 
    (4) 遊泳用プールの監視指導 
     設備、衛生管理等の監視指導を行います。 
 ３ 狂犬病予防事業の推進 
    市町及び獣医師会と連携し、狂犬病予防業務の推進を図ります。 
  ４ 水道対策の推進・飲用井戸衛生指導 
    良質で安定した水の供給を図るため、上水道、簡易水道等の施設整備及び適正管理の監視指導

を行うとともに住民からの飲用井戸の衛生管理についての相談に応じ、指導助言を行います。 
  ５ 薬事対策の推進 
  (1) 薬局・毒物劇物販売業等の許可・登録、監視指導 
    薬局及び高度管理医療機器販売業等の許可を行うとともに、医薬品等の有効性、安全性を確
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保するために監視指導を行います。 
        毒物劇物販売業の登録を行うとともに、危害防止のための監視指導を行います。 
    (2) 薬局機能情報の提供 
        薬局機能情報を集約し、地域住民へのわかりやすい情報提供に努めます。 
  ６ 麻薬・薬物乱用防止対策事業 
    麻薬・向精神薬・大麻・覚せい剤原料取扱者等に対する免許事務を行うとともに、これらの施設 
  等への監視指導を実施します。   
    また、覚せい剤・大麻等薬物の乱用を未然に防止するため、啓発運動を行うと共に、再乱用防止 
  のための支援を行います。  
  ７ 血液対策の推進 
    栃木県献血推進計画に基づき、管内市町・地区献血推進協議会及び関係機関との密接な連携の

もとに、献血思想の普及啓発を実施します。 
  ８ 温泉の保護と適正利用の推進、及び災害防止の徹底 
     温泉の保護と適正利用を推進し、併せて温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災

害の防止と浴用施設における硫化水素による事故の防止を図るため、温泉掘削等の許認可事務を

行うとともに、温泉監視要領に基づき監視指導を実施します。 
 ９ 生活衛生同業組合協議会の運営 
   生活衛生営業者の健全な経営と良好な衛生水準の向上を図るため、生活衛生同業組合協議会 

大田原支部、矢板支部、南那須支部の事務局として協議会事業の運営、会計事務を担当します。 
   

 ６ 試験検査課 

 １ 食品衛生検査の実施 

科学的な根拠に基づいた行政指導等を行うため、計画的に食品の規格基準検査等を実施する

とともに、食中毒関連細菌検査を実施します。これらの検査において、食品衛生検査施設にお

ける検査又は試験の業務管理基準（ＧＬＰ）を遵守し、試験検査の信頼性の確保を図ります。 

 ２ 環境・公害検査の実施 

    環境保全のため、環境森林事務所からの依頼に基づき、特定事業所等の排水検査を実施しま

す。また、異常水質や公害苦情が発生した際の検査を実施します。 

  ３ 臨床細菌検査の実施 

    食中毒予防及び感染症予防のため、集団給食従事者、水道従事者、福祉施設入所者等の腸内

細菌検査等を実施します。 

 ４ 調査研究の推進 

    効率的な試験検査法の検討や行政指導等の一助とするため、食品衛生等に関する調査研究を

推進します。 
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□ 総務福祉部 
 

１ 県北健康福祉センター協議会                                                  
 

住民が健康に生きがいを持って安心して暮らすことができるよう、健康福祉センター協議会を設置し、地域

保健福祉対策を総合的に推進しました。また、県北地域における将来の目指すべき医療提供体制等を検討

するため、県北地域医療構想調整会議を開催しました。 
 
  (1) 県北健康福祉センター協議会 

回 開催日時・場所 内        容 出席者数 
１ 
 
 
 

R３(202１).6.１５ 

(火) 
書面開催 

① 健康福祉センターの新規事業・重点事業について 
② 部会報告 

．母子保健推進部会 
・地域職域連携推進部会  

委員 
 ３２名 
 
 

 
（2） 県北地域医療構想調整会議  

回 期  日 内        容 出席者数 
１ 
 
 

R３(202１).５.２４ 

(月) 
書面開催 

① 栃木県における新型コロナウイルス感染症の発生状況 
及び医療療養提供体制について 

② 県北構想区域における現状と課題について 

委員 
  ２４名 

 

２ R3(2021).９.１７ 

(金) 
書面開催 

① 今後の地域医療構想調整会議等の進め方について 
② 外来医療計画に係る医療設備・機器等の効率的な活用等 

について 
③ 令和２(2020)年度病床機能報告結果について 
④ 令和３(2021)年度医療機能分化・連携支援事業費補助金 

について（回復期機能転換施設整備助成費） 
⑤ 新型コロナウイルス感染症への対応について 
⑥ 医療法の改正に伴う対応等について 

委員 
 ２４名 

 

（3） 県北構想区域病院及び有床診療所会議 

回 期  日 内        容 出席者数 
  感染症拡大防止のため実施無し 
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２ 管内市町保健・福祉担当主管課長会議等                                        
災害発生時の危機管理体制を整備するため、関係機関・団体を対象とした研修会を開催しました。 

 
  (1) 管内市町保健・福祉担当主管課長会議 

回 期  日 内        容 出席者数 
１ R3(2021).9.3 

(金) 

書面開催 

① 令和３(2021)年度健康福祉センター事務事業の執行方針

・重点事業 

② 各市町の保健・福祉事業の概要 

〔令和３(2021)年度新規事業、重点事業等〕 

③ 市町からの提出議題 

 

― 

  (2) 県北地区健康危機管理連絡会議 

回 期  日 内        容 出席者数 
  感染症拡大防止のため実施無し 

 

 

(3) 災害医療体制検討部会県北地域分科会 
回 期  日 内        容 出席者数 
１ 
 
 

R3(2021).12.14  

(木) 

塩谷庁舎 

101 会議室 

 

広域災害救急医療情報システム（EMIS）入力研修 市町、関係医療

機関等 

37 名 

 

 

３  在宅医療推進支援センター事業                         
在宅医療に関する関係機関相互の連携を強化し、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供

体制の構築を図るため、多職種連携会議への参加等をとおして在宅医療・介護連携支援事業に取り組む市

町への支援を行いました。 

近年のコロナ禍においては、在宅看取りへの関心が高いことから、ケアマネジャー等介護関係者を対象とし

た研修会を開催しました。開催にあたっては、感染対策に配慮しインターネットを活用するなど工夫し実施しま

した。 

また、入退院支援の取組として作成した「在宅療養に係る入退院支援の手順書」について、管内 21 病院を

対象としたアンケート調査を行い、現状の把握と課題の抽出を行いました。 

 

（１） 会議・研修会等 
 開催日時・場所 内        容 出席者数 

１ R3(2021).7.2 

高根沢町役場 

第 3 庁舎 

第 1・２会議室 

塩谷圏域在宅医療・介護連携推進事業担当者会議 

 ・県及び市町の在宅医療介護連携推進事業の取組 

 ・入退院支援及び医療と介護の連携に関するアンケート結果 

 ・アドバンス・ケア・プランニングに関する研修会 

10 名 

２ R3(2021).12.13 

塩谷庁舎 

401・402 会議室 

アドバンス・ケア・プランニング研修会（塩谷圏域市町共催） 

（対面及び ZOOM によるハイブリッド方式） 

 ・動画視聴「もしものときの医療とケアを考える」 

 ・講話・演習「苦しむ人への援助と５つの課題」 

37 名 
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４ 医 事 
 

医療法に基づき、病院に対する立入検査を行うほか、病院及び診療所等からの許認可申請及び各種届け

出について審査・指導・検査を行い、医療施設等の管理運営の適正化を図りました。 
  
(1) 医療施設                                                   （令和４(2022)年 4 月 1 日現在）  

※（ ）内は、休止中（再掲）  
  

(2) 施術所・技工所                                             （令和４(2022)年 4 月 1 日現在）  

区 分 
あん摩・マッサージ・
指圧・はり・きゅう 

柔 道 整 復 
 

歯科技工所 
 

計 
 

大 田 原 市 
（１４） 

５４  

                
             ２８ 

                
６  

        （１４） 

      ８８ 

那 須 塩 原 市 
（７９）               
１６６  

                
４３  

                
１７  

（７９） 

          ２２６ 

那  須  町 
（１０）               
２７  

                
５  

                
６  

（１０）          
３８ 

小  計 
（１０３）              
２４７ 

                
７６ 

                
２９ 

（１０３）         
３５２ 

区 分 
病 院 診療所 歯科診療所 助産所 計 

施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 施設数 病床数 

大 田 原 市 
     ４     ８８８ ５２      ６９     ２３ 

 

 

      

1 
 

３ 

 

   ８０ 
       

９６０ 

那須塩原市 
     ６ １，１６０ 

   
６４ 

       
８ 

      
５０ 

 

 

      

３ 
       

４ 
 

  １２３ 
       

１，１７２ 

那  須  町          

１ 
           

３２１ 
      
    １３ 

         
１９ 

        
８ 

       

 １ 
       

 
        

２３ 
         

３４０ 

小 計 
    １１ ２，３６９ 

    
１２９ 

       
９６ 

     
８１ 

       

 

      

５ 
       

７ 
    

２２６ 
       

２，４７２ 

矢  板  市 ３ ６６０ ２０ ５７ １４    ３７ ７１７ 

さ く ら 市 
２ ３６１ ２９ １８ 

（1） 

１５  １ ３ 

（1） 

４７ ３８２ 

塩 谷 町   ７  ６         １３  

高 根 沢 町 
２ ９９ 

（1） 

１６ ５ １３ 
       

          

（1） 

３１ １０４ 

小 計 
７      １，１２０ 

（1） 

７２     ８０ 

（1） 

４８  

       

           １ ３ 

（２） 

１２８ １，２０３ 

那須烏山市      
２ 

       
２７２ 

（３）    

２０ 
 

 

     

（1） 
１３ 

  
 

  
 

   
（４）    

３５ 
 

    ２７２ 

那 珂 川 町        
１ 

         
５０ 

      
８ 

         
 
        

５ 
        

 
       

 

                    

           
 

１４ 

 
 

５０ 

小 計      
３ 

       
３２２ 

（３）    

２８ 
       

 
（1）     

１８ 
       

 

      

 
       

 
（４）   

４９ 
 
 

３２２ 

合     計 
２１     

       
３，８１１ 

（４）    

２２９ 
       

１７６ 

      

(2) 
１47 

       

 

      

６ 

       
１０ 

（６）   

４０３ 
 

３，９９７ 



 - 23 - 

矢  板  市 
（８）               
２８  

                
１３  

                
１３  

（８） 

    54 

さ く ら 市 
（８）               
２７  

               
１８  

                
９  

（８）            
５４  

塩  谷  町 
（１）               
４  

                
５  

                
２  

（１） 

           １１  

高 根 沢 町 
（8）               
２２  

                
１１  

                
６  

（８）            
３９  

小  計 
（２５）               
８１  

                
４７  

                
３０  

（２５）           
１５８  

那 須 烏 山 市 
（５）               
１４  

                
９  

                
６  

（５）            
２９  

 
那 珂 川 町 

（１）               
８  

                 
２  

                 
３  

（１）      
１３  

 
小  計 

（６）               
２２ 

                
１１  

                
９  

（６）            
４２ 

 
合    計 

（１３４）            
３５０  

                
１３４  

                
６８  

（１３４）       
５５２  

※（ ）内は、出張マッサージのみの届出（再掲）  
 

５ 人口動態統計 
人口動態統計は、統計法に基づく指定統計として、出生・死亡・死産・婚姻・離婚届により作成され、公衆衛

生活動の基礎資料として活用されています。 
 (1) 人口動態総覧（令和２（２０２０）年確定） 

① 実 数 
（単位：人）  

 
 

出 生 
 

死 亡 
 

自 然 
増 加 

乳 児 
死 亡 

新生児 
死 亡 

死 産 
 

周産期 
死 亡 

婚 姻 
 

離 婚 
 

 栃  木  県  11,808 21,702 -9,894 25 13 262 44 7,396 3,037 

 県 北 管 内 2,090 4,416 -2,326 5 2 54 7 1,245 559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大 田 原 市 421 860 -439 - - 8 - 261 84 

矢 板 市  152 403 -251 3 1 9 1 91 47 

那 須 塩 原 市 730 1,176 -446 -   - 15 - 395 217 

さ く ら 市 322 459 -137 1 1 8 1 183 71 

那 須 烏 山 市 75 459 -384 1 - 2 - 55 23 

塩 谷 町 33 180 -147 - - 2 2 13 18 

高 根 沢 町 220 279 -59 - - 6 2 162 39 

那 須 町 76 361 -285 - - 2 1 43 38 

那 珂 川 町 61 293 -232 - - 2 - 42 22 

 大 田 原 地 区 1,227 2,397 -1,170 - - 25 1 699 339 

 矢 板 地 区  727 1,321 -594 4 2 25 6 449 175 

 烏 山 地 区 136 698 -562 1 - 4 - 97 45 
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  ② 率（１，０００人対） 
                                                                              

 
 

出 生 
 

死 亡 
 

自 然 
増 加 

乳 児 
死 亡 

新生児 
死 亡 

死 産 
 

周産期 
死 亡 

婚 姻 
 

離 婚 
 

 栃  木  県  6.1 11.2 -5.23 2.1 1.1 21.7 3.7 3.9 1.57 

 県 北 管 内 5.7 12.0 -6.36 2.4 1.0 25.2 3.3 3.4 1.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大 田 原 市 5.8 11.9 -6.10 - - 18.6 - 3.6 1.17 

矢 板 市  4.9 12.9 -8.10 19.7 6.6 55.9 6.6 2.9 1.51 

那 須 塩 原 市 6.3 10.2 -3.88 - - 20.1 - 3.4 1.88 

さ く ら 市 7.2 10.3 -3.08 3.1 3.1 24.2 3.1 4.1 1.60 

那 須 烏 山 市 3.0 18.5 -15.44 13.3 - 26.0 - 2.2 0.92 

塩 谷 町 3.2 17.4 -14.20 - - 57.1 60.6 1.3 1.74 

高 根 沢 町 7.5 9.5 -2.02 - - 26.5 9.1 5.5 1.33 

那 須 町 3.2 15.1  -11.90 - - 25.6 13.2 1.8 1.59 

那 珂 川 町 4.0 15.7 -15.25 - - 31.7 - 2.8 1.45 

 大 田 原 地 区 5.8 11.4 -5.55 - - 20.0 0.8 3.2 1.61 

 矢 板 地 区  6.3 11.5 -5.17 5.5 2.8 33.2 7.9 3.9 1.52 

 烏 山 地 区 3.4 17.5 -14.05 7.4  - 28.6 - 2.4 1.13 

 

(2) 五大死因別死亡数（令和２（２０２０）年確定）  

 
（単位：人）  

 
 

総 数 
 

悪性新生物 

 
心 疾 患 

 
脳血管疾患 

 
肺  炎 

 
不慮の事故 

 
そ の 他 

 うち自殺 

栃  木  県 21,702 5,790 3,376 2,002 1,216 542 8,776 328 

県  北  管  内 4,416 1,178 769 414 227 106 1,722 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大 田 原 市 860 240 142 66 50 21 341 12 

矢 板 市 403 92 77 27 34 15 158 3 

那 須 塩 原 市 1,176 332 198 115 46 25 460 19 

さ く ら 市 459 121 72 49 36 7 174 10 

那 須 烏 山 市 459 113 99 58 16 8 165 2 

塩 谷 町 180 44 27 18 9 6 76 2 

高 根 沢 町 279 75 48 21 14 5 116 8 

那 須 町 361 105 52 35 12 10 147 6 

那 珂 川 町 239 56 54 25 10 9 85 1 

大 田 原 地 区 2,397 677 392 216 108 56 948 37 

矢 板 地 区 1,321 332 224 115 93 33 524 23 

烏 山 地 区 698 169 153 83 26 17 250 3 
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６ 地域保健福祉教育研修 
 

在宅サービスを担う保健・福祉関係者の研修を行い資質の向上を図るとともに、看護学生・医学生・栄養士

学生等の実習指導を通して人材育成を図りました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、実習

が中止となった学校がありました。 

 (1) 地域保健福祉関係職員等研修 
 開催日時・場所 内      容 対   象 出席者数 

１ 

R3(2021）.10.25(月) 

大田原市役所 
ケースワークの「アセスメントの視点」と「効果的なケー

ス検討会」を行うポイント 
講師 大正大学心理社会学部臨床心理学科 
    教授 近藤 直司氏 

管内保健師

等 
 

３３名 

２ 

R3(2021).12.9(木) 

県北健康福祉セン

ター 

 

対人援助の基本 
講師 吉成 朋子氏（元栃木県保健師） 

管内の１～3
年目の保健

師等 

 
２１名 

 

 (2) 実習生等指導状況 

 学   校   名   等 実習日数 実習生数 

１ 獨協医科大学（医学部）                            ＊中止 － － 

２ 自治医科大学（医学部）                            ＊中止 － － 

３ 足利大学（看護学部看護学科） ３グループ ９日間  １１名 

４ 獨協医科大学（看護学部看護学科） ３グループ ６日間  １２名 

５ 国際医療福祉大学（保健医療学部看護学科） ３グループ         ＊中止 － － 

６ 自治医科大学（看護学部３年） ４グループ    １６日間 1４名 

７ 栃木県立衛生福祉大学校（保健学部保健学科） ２グループ １６日間 ４名 

計 ４校  １２グループ ４７日間    ４１名 
 
 
 (3) 救急法等講習会 

  開催日時・場所 内     容 対象者 出席者数 

  感染症拡大防止のため実施無し   
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７ 障害者福祉関係 
 

障害のある人がその有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住

民に最も身近な市町が障害福祉サービスを一元的に提供していますが、健康福祉センターでは、障害者の生

活支援や就業支援、相談のための広域的な調整などの市町支援を行いました。 
(1) 障害保健福祉圏域調整会議 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための各市町障害福祉計画の推進のため、県北

障害保健福祉圏域調整会議を開催しました。 
◆県北障害保健福祉圏域調整会議 

回 期  日 内        容 出席者数 
１ 

 

R3(2021). 

7.13（火） 

① 「障害福祉計画（第６期）・障害児福祉計画（第２期）」

及び「工賃向上計画」の概要について 

② 就労移行支援事業所における就労アセスメントにつ

いて 

③ 医療的ケア児支援について 

④ その他 

 

各市町等 

 

31 名 

(2) 医療的ケア児支援の協議の場 
◆医療的ケア児に係る情報交換会 

回 期  日 内        容 出席者数 
  感染症拡大防止のため実施無し 

 

 

 

８ 障害者福祉事業関係 
 

福祉の増進を図ることを目的として、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時

特別の介護を必要とする状態にある２０歳以上の方に特別障害者手当を、重度の障害があるため、常時の介

護を必要とする状態にある方に障害児福祉手当（２０歳未満の児童）・経過的福祉手当（２０歳以上の方）を支

給しました。 
また、精神又は身体に障害を有する２０歳未満の児童について、福祉の増進を図ることを目的として、特別

児童扶養手当を父母等に支給しました。 

 
(1) 特別障害者手当等受給状況（令和４(2022)年４月１日現在）                       （単位：人） 

市 町 名 受給者数 特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当経過措置分  支給停止者数 
塩 谷 町 ９ ６ ３ ０ ０ 

高 根 沢 町 ２５ １７ ８ ０ ０ 

那 須 町 ３１ ２４ ７ ０ ０ 

那 珂 川 町 １５ ８ ６ １ ０ 

計 ８０ ５５ ２４ １ ０ 

(2) 特別児童扶養手当受給状況（令和４(2022)年４月１日現在）                   （単位：人）                                                                       

市 町 名 受給者数 
障     害     別 

支給停止者数 
身体障害 知的障害 重複障害 

大 田 原 市 １３３ ２８ １１５ １ １２ 

矢 板 市 ６３ ２０ ４５ １ ４ 

那 須 塩 原 市 ２６６ ６２ ２１７ １ １８ 
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さ く ら 市 ６０ １３ ５１ １ ４ 

那 須 烏 山 市 ３１ ５ ２８ １ ４ 

塩 谷 町 ５ ２ ３  １ 

高 根 沢 町 ４８ １０ ４５  ３ 

那 須 町 ３９ ９ ３３  ３ 

那 珂 川 町 ２４ ８ １７  １ 

計 ６６９ １５７ ５５４ ５ ５０ 

 
  ９ 石綿による健康被害の救済制度関係 

 
石綿（アスベスト）により中皮腫や肺がんにかかった方及びそのご遺族の方に対し、環境再生保全機構が医

療費等や一時金（特別遺族弔慰金等）を支給しており、健康福祉センターでは、救済給付申請の受付等を行

っています。 

年度 申請受理件数 相談実件数 備      考 

29(2017) １ ３  

30(2018) １ １  

R 元（2019） ０ ０  

R2(2020) ２ ２  

R3(2021) ０ ４  

 

10 高齢者福祉関係 
 

少子高齢化が急速に進行する中、地域包括ケアシステムの構築における中核機関として期待されている地

域包括支援センターに対し、職員研修の実施など機能強化に係る支援等に取り組みました。 

◆ 市町別高齢化率の推移 （各年 10 月 1 日現在）                     （単位：人・％）  

市町村名 令和元（2019）年 令和２（2020）年 令和３（2021）年 

65 歳以上人口／人口 高齢化率 65 歳以上人口／人口 高齢化率 65 歳以上人口／人口 高齢化率 

大 田 原 市 20,802／75,508 28.3 21,166／72,086 29.4 20,978／70,021 30.0 

矢 板 市 10,257／31,617 32.4 10,354／31,167 33.2 10,442／30,564 34.2 

那須塩原市 31,356／116,043 27.0 32,150／114,376 28.1 32,623／112,762 28.9 

さ く ら 市 11,777／44,747 26.3 11,915／44,663 26.7 11,829／44,100 26.8 

那 須 烏 山 市 9,326／25,144 37.1 9,353／24,662 37.9 9,402／24,381 38.6 

塩 谷 町 4,057／10,539 38.5 4,114／10,254 40.1 4,178／10,095 41.4 

高 根 沢 町 7,239／29,343 24.7 7,401／28,841 25.7 7,514／28,795 26.1 

那 須 町 9,396／23,852 39.4 9,541／23,475 40.6 9,875／23,510 42.0 

那 珂 川 町 5,995／15,385 39.0 6,034／15,008 40.2 6,082／14,806 41.1 

計 110,205／370,178 29.8 112,028／364,532 30.7 112,923／359,034 31.5 

栃 木 県 550,525/1,942,313 28.3 558,651/1,922,680 29.1 560,400/1,885,975 29.7 
                               資料：県統計課「栃木県毎月人口調査」  
◆ 管内の地域包括支援センター数 ２２か所（令和 4(2022)年 4 月 1 日現在） 
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11 青少年健全育成関係 
 

青少年の健全育成を図るため、少年の主張発表那須地区大会、各種研修会の開催など、那須地区青少年

育成推進連絡協議会の運営に取り組みました。 
  

(1) 青少年行政概要（令和４（２０２２）年４月１日現在）                       （単位：人） 

市 町 名 主 管 課 青 少 年 問 題 協 議 会 
育成指導員 育成推進員 

少年指導員 有  無 設置根拠 構成人員 

大 田 原 市 学校教育課 有 条 例 ２４ ２ 
    32 

    62 

那須塩原市 生涯学習課 有 条 例 １８ ２ 
    － 

    116 

那 須 町 生涯学習課 有 条 例 １９ １ 
    － 

     8 
                                                                     
(2) 青少年健全育成条例による調査指導状況（令和３(２０２１)年度） 
 
 
 
  

調査員 

延人員 

調 査 対 象 別 実 施 状 況  
 
 
 

図書類取扱業者

(書店､ﾋﾞﾃﾞｵﾚﾝﾀﾙ店等)

自動販売機等

(雑誌､ﾋﾞﾃﾞｵ･DVD 等)

深夜立入制限施設

(ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場､ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ等)

複合カフェ

(ﾏﾝｶﾞ喫茶､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ等)

がん具類

取扱業者 

携帯電話

販売 
計 

２４ 人 ２５ 箇所 ０ 箇所 １０ 箇所 ０ 箇所 １ 箇所 ８ 箇所 ４４ 箇所 

(3) 少年の主張発表大会の開催状況（令和３（２０２１）年度） 
開 催 日 開 催 場 所 発 表 者 

Ｒ３(2021)．９．３(金)審査 新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面審査で実施 参加２１人 

 

12 社会福祉事業関係 
 

管内町の地域福祉推進の担い手である民生委員・児童委員の研修を実施しました。 

  

 民生委員・児童委員の状況 
   ① 民生委員・児童委員の委嘱状況（令和４（２０２２）年４月１日現在） 

市 町 名 区 分 定 数 男 女 備   考 

大 田 原 市 
主任児童委員 14 1 12    

総    数 147 53 89 欠員 5 名 

矢 板 市 
主任児童委員 8 2 6  

総    数 74 31 43  

那 須 塩 原 市 
主任児童委員 19 3 16  

総    数 214 7８ 13１ 欠員 5 名 

さ く ら 市 
主任児童委員 6 0 6  

総    数 80 42 37 欠員１名 

那 須 烏 山 市 
主任児童委員 5 0 5  

総    数 77 25 4６ 欠員６名 
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塩 谷 町 
 主任児童委員 2 0 2  

総    数 32 16 16  

高 根 沢 町 
 主任児童委員 3 0 3  

総    数 53 26 2７  

那 須 町 
主任児童委員 3 0 3  

総    数 53 3４ １９  

那 珂 川 町 
主任児童委員 3 0 3  

総    数 53 28 25  

計 
主任児童委員 63 6 56  

総    数 783 33３ 43３ 欠員 17 名 

                                                                          （保健福祉課より） 
  

② １人あたりの担当人口、世帯数、面積（令和４（２０２２）年４月１日現在） 

市 町 名 定 数 
人  口 

（人） 

１人 当 た り 

人  口 

世 帯 数 

（世帯） 

１人 当 たり 

世 帯 数 

面  積 

（k ㎡） 

１ 人 当 た り 

面  積 

大 田 原 市 133 71,378 537 30,292 228 354.36 2.66 

矢 板 市 66 30,522 462 12,047 183 170.46 2.58 

那 須 塩 原 市 195 114,703 588 48,347 248 592.74 3.04 

さ く ら 市 74 44,090 596 16,479 223 125.63 1.70 

那 須 烏 山 市 72 24,116 335 9,108 127 174.35 2.42 

塩 谷 町 30 9,972 332 3,623 121 176.06 5.87 

高 根 沢 町 50 28,977 580 12,248 245 70.87 1.42 

那 須 町 50 23,568 471 9,216 184 372.34 7.45 

那 珂 川 町 50 14,619 292 5,630 113 192.78 3.86 

計 720 361,945 503(平均) 146,990 204(平均) 2,229.59 3.10(平均) 

                                                       （栃木県毎月人口推計月報より） 
   

 ③ 研修の実施状況（令和３（２０２１）年度） 

名    称 内     容 期 日 参加人数 会  場 
民 生 委 員 児 童 委 員

地 区 別 研 修 会 

DVD 視聴 

「地域共生社会と民生委員・児童委員活動

DVD ウィズコロナの時代に」 

日本福祉大学制作 

（感染症拡大防止のため中止の市町あり） 

令和３（2021） 

    年９月～ 

 令和４（2022） 

     年 3 月  

  262 名 市町ごとに実施 

主 任 児 童 委 員・

地域協力員研修会 

DVD 視聴 

「マルトリートメントが脳に与える影響」 

福井大学子どものこころの発達研究センター

制作 

（感染症拡大防止のため中止） 

・令和４（2022） 

年１月 13 日 

・令和３（2021） 

  年 12 月～ 

 令和４（2022） 

  年 3 月   

   42 名 ・大田原市民交流 

 センター 

・市町ごとに実施 
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13 母子及び父子並びに寡婦福祉法・婦人保護関係 
 

ひとり親家庭の抱える問題やニーズに的確に対応し自立促進を図るため、母子父子寡婦福祉貸付金制度

の運用、児童扶養手当の支給及び相談を行いました。また、各種婦人相談に適切に対応するとともに、暴力

被害女性に対して関係機関との協力の下に必要な支援を行いました。   

  

(１) 母子福祉資金の利用状況（令和３（２０２１）年度）  

                                                                              （単位：円） 

福祉事務所名 
就学支度 

資  金 

修  学 

資  金 

生  活 

資  金 

修  業 

資  金 

転  宅 

資  金 
計 

大 田 原 市 
(1) 

150,000 

(1) 

2,880,000 

   

 

(2) 

3,030,000 

那 須 塩 原 市 
(12) 

4,066,000 

(4) 

3,256,000 

(2) 

390,000 

(2) 

1,982,000 

 

 

(20) 

9,694,000 

さ く ら 市 
(6) 

1,597,590 

(7) 

21,312,360 

(2) 

480,000 

 

 

 (15) 

23,389,950 

県北健康福祉センター 
(3) 

1,005,000 

    

 

(3) 

1,005,000 

計 
(22) 

6,818,590 

(12) 

27,448,360 

(4) 

870,000 

(2) 

1,982,000 

 (40) 

37,118,950 

                                                                  ※（ ）内は利用件数 

 (２) 父子福祉資金の利用状況（令和３（２０２１）年度） 

                                                                                （単位：円） 

福祉事務所名 
就学支度 

資  金 

修  学 

資  金 

生  活 

資  金 

修  業 

資  金 

転  宅 

資  金 
計 

矢 板 市 
    (1) 

260,000 

(1) 

260,000 

さ く ら 市 
(1) 

120,000 

(4) 

6,041,127 

(1) 

1,440,000 

  (6) 

7,601,127 

計 
(1) 

120,000 

(4) 

6,041,127 

(1) 

1,440,000 

 (1) 

260,000 

(7) 

7,861,127 

                                                                                      ※（ ）内は利用件数 

 (３) 寡婦福祉資金の利用状況（令和３（２０２１）年度） 

                                          （単位：円） 

福祉事務所名 
就学支度 

資  金 

修  学 

資  金 

生  活 

資  金 

修  業 

資  金 

転  宅 

資  金 
計 

大 田 原 市 
 (1) 

2,300,000 

   (1) 

2,300,000 

計 
 (1) 

2,300,000 

   (1) 

2,300,000 

                                                                                     ※（ ）内は利用件数 
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 (４) 児童扶養手当受給状況（令和４（２０２２）年４月１日現在） 

                           （単位：人） 

市  町  名 全部支給者数 一部支給停止者数 支給停止者数 合  計 

塩 谷 町 28 23 18 69 

高 根 沢 町 74 78 20 172 

那 須 町 98 62 27 187 

那 珂 川 町 45 41 23 109 

計 245             204        88 537 

 
(５) 母子自立支援員相談指導状況（令和３（２０２１）年度） 

                                            （単位：件） 

区   分 
前 年 度 

未処理件数 
新規件数 計 解決件数 未処理件数 相談延件数 

生活一般  108 108 108  390 

児  童  1 1 1  1 

経済的支援・生活援護  326 327 327  512 

そ の 他       

計  436 436 436  903 

 

(６) 婦人保護経路別相談状況（令和３（２０２１）年度） 

                                           （単位：人） 
 
 
 

区  分 

本 
 

人 
 

自 
 

身 
(１) 

警 
 

察 
 

関 
 

係 
(２) 

法 
 

務 
 

関 
 

係 
(３) 

教 
 

育 
 

関 
 

係 
(４) 

労 
 

働 
 

関 
 

係 
(５) 

他 
の 
婦 
人 
相 
談 
所 
(６) 

他 
の 
婦 
人 
相 
談 
員 
(７) 

福 
祉 
事 
務 
所 

 
 

(８) 

他 
の 
相 
談 
機 
関 

 
(９) 

社 
会 
福 
祉 
施 
設 
等 
(10) 

医 
 

療 
 

機 
 

関 
(11) 

縁 
故 
者 
・ 
知 
人 

 
(12) 

そ 
 

の 
 

他 
 
 

(13) 

 
 
 

計 
 
 
 

(14) 
婦  人 

相談員 

新 規    １     ５    ４ １０ 

再 来  ２     ３ １ ２    ４ １２ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

区 分 

処 理 済 実 人 員 （年 度 中） 
 
指 
導 
延 
件 
数 

  
※ 
年 
度 
中 

 
(12) 

 年度末現在 
未処理人員 

婦 
人 
保 
護 
施 
設 
に 
入 
所 
(１) 

就 
 

職 
 

自 
 

営 
 
 

(２) 

結 
 
 
 
 
 

婚 
 
 

(３) 

家 
 

庭 
 

へ 
 

送 
 

還 
(４) 

福 
祉 
事 
務 
所 
へ 
移 
送 
 

(５) 

婦 談 

人 員 

相 へ 

談 移 

所 送 

・   

婦

人  

相  

(６) 

他 ・ 

府 員 

県 へ 

の 移 

婦 送 

人   

相   

談  

所   

(７) 

そ 施 

の 設 

他 へ

の 移 

関 送 

係   

機   

関   

・   

(８) 

助 
言 
・ 
指 
導 
の 
み 
 
 

(９) 

そ 
 
 

の 
 
 

他 
 
 

(10) 

 
 
 

計 
 
 
 
 
 

(11) 

 訪 
 問  ※ 
 調  再 
 査  掲 
 指 
 導 
 延 
 件 
 数 

(13) 

一 
 
時 
 
保 
 
護 
 
 

(14) 

そ 
 
 

の 
 
 

他 
 
 

(15) 
婦人相談員        １ １４ ７ ２２ ３７７ ３３   
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14 家庭児童福祉関係 

地域における児童問題を早期に発見し、適切な対応ができるよう地域ネットワークを確立するとともに、子育

て支援の強化を図りました。 

 (1) 要保護児童対策地域協議会参加の状況（令和３（２０２１）年度） 

市 町 名 種 別 開 催 回 数（出 席 状 況） 
大 田 原 市 代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 
矢 板 市 代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 

さ く ら 市 代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 

那須烏山市 代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 

塩 谷 町 
代 表 者 会 議 ・年１回（出席） 
実 務 者 会 議 ･年４回（うち２回出席）  

高 根 沢 町 
代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 

定 例 会 議 ･年 12 回（うち１１回出席） 

那 須 町 
代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 
実 務 者 会 議 ･年６回（全て出席） 

那 珂 川 町 
代 表 者 会 議 ・年１回（欠席） 
実務担当者会議 ･年 12 回（全て出席） 

 

15 生活保護関係  
 

生活に困窮する方に対し、その困窮程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するととも

に、その自立を助長することを目的とする生活保護制度の適正な執行に努めました。 

 
 (1) 管内保護状況 

   ◆ 令和４年（２０２２）年３月現在                 ◆令和３（２０２１）年度平均 
 世帯数 人 員 保護率  

 
 
 
 
 

 世帯数 人 員 保護率 

塩 谷 町 ６２ ７２ ７．１０ 塩 谷 町 ５７ ６６ ６．５０ 

高根沢町 １４４  １７４ ６．００ 高根沢町 １３７ １６５ ５．６８ 

那 須 町 １７７ ２０８ ８．８０ 那 須 町 １６３ １９７ ８．３３ 

那珂川町 １１０ １２５ ８．５２ 那珂川町 １０４ １２４ ８．４５ 

計 ４９３ ５７９ ７．６０ 計 ４６１ ５５2 ７．２４ 

   （注） 保護率‰（パーミル）は人口千人比 
 
 (2) 扶助別人員数他 
   ① 扶助別人員数                                                           （単位：人） 

区  分 生活扶助 医療扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 計 

令和３（２０２１）年度 ４３６ ４７１ ３２１ ８ １３６ 1,37２ 
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② 町別被保護世帯・人員・保護率の年次推移 

 平成２８

（2016）年度 

平成２９

（2017）年度 

平成３０

（2018）年度 

令和元 

(2019)年度 

令和２ 

(2020)年度 

令和３ 

(2021)年度 

 
塩 谷 町 
 

世 帯（世帯） ６６ ６３ ６３ ６５ ５９ ６２

人 員（人） ８８ ８０ ７８ ７９ ６６ ７２

保護率（‰） ８ ７ ７ ８ ６ ７

 
高根沢町 
 

世 帯（世帯） １４４ １４１ １３７ １４４ １４７ １４４

人 員（人） １８３ １７５ １７１ １７６ １８１ １７４

保護率（‰） ６ ６ ６ ６ ６ ６

 
那 須 町 
 

世 帯（世帯） １８０ １８４ １７０ １６５ １７０ １７７

人 員（人） ２１９ ２２６ ２０６ ２０１ ２０７ ２０８

保護率（‰） ９ ９ ９ ８ ９ ９

 
那珂川町 
 

世 帯（世帯） １１６ １１６ １２９ １１４ １１４ １１０

人 員（人） １５８ １５３ １６８ １３９ １３９ １２５

保護率（‰） １０ １０ １１ ９ ９ ９

 
計 

 

世 帯（世帯） ５０６ ５０４ ４９９ ４８８ ４９０ ４９３

人 員（人） ６４８ ６３４ ６２３ ５９５ ５９３ ５７９

保護率（‰） ８ ８ ８ ８ ８ ８

 
栃木県 

 

世 帯（世帯） １６，７７０ １６，６３３ １６，４９５ １６，４３６ １６，４９９ １６,５８６

人 員（人） ２１，５３２ ２１，００８ ２０，５３９ ２０，２０８ ２０，１０４ ２０,００４

保護率（‰） １１ １１ １１ １０ １０ １０

国 保護率（‰） １７ １７ １７ １６ １６ １６

   （注） １ 保護率‰（パーミル）は人口千人比 
        ２ 県分の数値は令和４（２０２２）年２月現在の月報を使用 
        ３ 国の保護率は令和３（２０２１）年 12 月分速報を使用 
 
 (3) 保護世帯の状況 
   ① 世帯類型別 
   ◆令和４（２０２２）年３月現在 

区  分 高齢者世帯 傷病・障害者世帯 母 子 世 帯 その他の世帯 総  数 

世 帯 数（世帯） ２７６ １６０ ４ ５３ ４９３ 

率（％） ５６ ３２ １ １１ １００ 

 
   ◆ 令和３（２０２１）年度平均 

区  分 高齢者世帯 傷病・障害者世帯 母 子 世 帯 その他の世帯 総  数 

塩 谷 町 ３７ １６ ０ ４ ５７ 

高 根 沢 町 ８０ ４３ ４ １１ １３８ 

那 須 町 ９０ ５９ ２ １２ １６３ 

那 珂 川 町 ５５ ３７ ０ １１ １０３ 

計 ２６２ １５５ ６ ３８ ４６１ 
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  ② 労働力類型別 
    ◆ 令和４（２０２２）年３月現在                                               （単位：世帯）  

区 分 不就業 世帯員稼働 常用世帯 日雇い 内職世帯 その他 総 数 

世帯数 ４３５ ９ ４２ ２ ２ ３ ４９３ 

  
 
    ◆ 令和３（２０２１）年度平均                                               （単位：世帯）  

区 分 不就業 世帯員稼働 常用世帯 日雇い 内職世帯 その他 総 数 

世帯数 ４０４ １０ ３９ ３ １ ４ ４６１ 

   

◆ 町別令和４（２０２２）年３月現在                                           （単位：世帯）  
町 村 名 

 
稼 働 者 が い る 世 帯 稼 働 者 が 

いない世帯  
計 
 世 帯 主 世 帯 員 計 

塩 谷 町 ３ ０ ３ ５９ ６２ 

高 根 沢 町 ２０ ５ ２５ １１９ １４４ 

那 須 町 １６ ３ １９ １５８ １７７ 

那 珂 川 町 １０ １ １１ ９９ １１０ 

計 ４９ ９ ５８ ４３５ ４９３ 

 
 (4) 保護開始、廃止の状況 
  ① 新規申請・開始件数・廃止件数等                                        （単位：世帯）  

区  分 新 規 申 請 開 始 件 数 却 下 件 数 取 下 件 数 廃 止 件 数 

令和３(2021)年度 １０１ ６９ ２３ ９ ７８ 

 
  ② 保護開始の理由別状況（令和３（２０２1）年度）                             （単位：世帯）  
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減 

年 
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少 
 

要 

介 

護 

状 

態 

世 
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手 
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金 
減 

職 
権 
保 
護 
 

要 
保 
護 
状 
態 

急 
迫 
保 
護 
 

そ 
の 
他 
 
 

合 
 

計 
 
 

塩 谷 町 ３   １    ２   ２     ８ 

高 根 沢 町 １０   １ １ １ １    ６     ２０ 

那 須 町 ８  ２ ２  １  ６   ５    １ ２５ 

那 珂 川 町 ６        ３  ６    １ １６ 

計 ２７  ２ ４ １ ２ １ ８ ３  １９    ２ ６９ 
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  ③ 保護廃止の理由別状況（令和３（２０２１）年度）                             （単位：世帯）  
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他 
法 
他 
施 
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辞 
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そ 
の 
他 
 
 
 
 

合 
 

計 
 
 
 
 

塩 谷 町      ５   １      ６ 

高 根 沢 町   ２ １  １２   ３  ２  １ ６ ２７ 

那 須 町   ３ １ １ １３  １ ６    ２ ２７ 

那珂川町   １ ２  ９   ３  １   ２ １８ 

計   ６ ４ １ ３９  １ １３  ３  １ １０ ７８ 

  

(5) 病類別医療扶助人員の推移（令和４（２０２２）年３月現在） 

   ① 入 院                                                             （単位：人）  
 
 

塩谷町 高根沢町 那須町  那珂川町 計 合 計 
 精神 一般 精神 一般 精神 一般 精神 一般 精 神 一 般 

２８（２０１６） 年 ６ ４ ７ １３ １９ １１ ８ １０ ４０ ３８ ７８ 

２９（２０１７） 年 ４ ２ ６ ８ １８ １７ ９ ９ ３７ ３６ ７３ 

３０（２０１８） 年 ７ ０ ６ １２ １７ １３ ９ １０ ３９ ３５ ７４ 

３１（２０１９） 年 ４ ２ ５ １１ １０ １１ ９ ６ ２８ ３０ ５８ 

２（２０２０）年 ３ ６ ６ １１ ８ １０ １０ ５ ２７ ３２ ５９ 

３（２０２１）年 ３ ２ ５ １０ ８ １６ ８ ６ ２４ ３４ ５８ 

４（２０２２）年 ３ ２ ９ ４ ９ １６ ７ ６ ２８ ２８ ５６ 

  
② 入院外                                   （単位：人） 

 
 

塩谷町 高根沢町 那須町  那珂川町 計 合 計 
 精神 一般 精神 一般 精神 一般 精神 一般 精 神 一 般 

２８（２０１６） 年 ４ ６２ ２ １１２ ５ １６０ ６ ９３ １７ ４２７ ４４４ 
２９（２０１７） 年 ３ ６６ ４ １２５ ４ １５２ ３ １０６ １４ ４４９ ４６３ 

３０（２０１８） 年 ３ ６２ ３ １２３ １７ １５３ ７ ９６ ３０ ４３４ ４６４ 

３１（２０１９） 年 ４ ５４ ７ １２５ ９ １５５ ７ １１４ ２７ ４４８ ４７５ 

２（２０２０） 年 ５ ５４ ５ １２８ １１ １４６ １０ ９６ ３１ ４２４ ４５５ 

３（２０２１） 年 ３ ４６ ３ １３４ １９ １４１ １９ ８３ ４４ ４０４ ４４８ 

４（２０２２） 年 ４ ５１ １４ １１３ ２７ １３７ １５ ８４ ６０ ３８５ ４４５ 

  （注） 福祉行政報告例第２表（令和４(２０２２）年３月報告）を使用 
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 (6) 介護扶助人員                                                           （単位：人）  
 
 
 

施  設  介  護  
居 宅 介 護 

 

 
合  計 

 
介 護 老 人 
福 祉 施 設 

介 護 老 人 
保 健 施 設 

介護療養型  
医 療 施 設 

小  計 
 

塩 谷 町 ７   ７ ９ １６ 

高 根 沢 町 ５ ２  ７ ２８ ３５ 

那 須 町 １０ ３ １ １４ ２６ ４０ 

那 珂 川 町 ７ １  ８ ２５ ３３ 

計 ２９ ６ １ ３６ ８８ １２４ 

   （注） 福祉行政報告例第３表（令和４（２０２２）年３月報告）を使用 
 
 (7) 男女別・年齢階層別人員構成（令和４（２０２２）年３月現在）                      （単位：人）  

年齢階層 男 女 計  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年齢階層 男 女 計 

 ０～ ５歳 ２ ０ ２ ５１～５５歳 １８ １９ ３７ 

 ６～１０歳 ０ ３ ３ ５６～６０歳 ３６ １２ ４８ 

１１～１５歳 ３ ３ ６ ６１～６５歳 ４２ １８ ６０ 

１６～２０歳 ４ ３ ７ ６６～７０歳 ５０ ２４ ７４ 

２１～２５歳 ６ １ ７ ７１～７５歳 ５１ ２３ ７４ 

２６～３０歳 ３ ５ ８ ７６～８０歳 ３７ ２４ ６１ 

３１～３５歳 ７ ４ １１ ８１～８５歳 １７ ３８ ５５ 

３６～４０歳 １１ １０ ２１ ８６歳～    ７ ４４ ５１ 

４１～４５歳 ７ ７ １４     

４６～５０歳 ２２ １８ ４０ 計 ３２３ ２５６ ５７９ 

 
 

□ 地域保健部 

 
１ 精神保健福祉対策 
 

緊急に医療を必要とする精神障害者等に対して適正な医療の確保を行い、また、精神障害者やその家族

に対する相談・指導を充実するとともに、回復途上にある精神障害者の社会復帰及び自殺対策の普及啓発活

動の推進に努めました。 
 

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく申請・通報等の処理状況 

区             分 処理件数 
内 訳 

備  考 
措置件数 措置不要件数 診察不要件数 

法第２２条           （一般人の申請）      

法第２３条            （警察官の通報） 60 36 19 5  

法第２４条              （検察官の通報） 2 1  1  

法第２５条       （保護観察所長の通報）      

法第２６条           （矯正施設長の通報） 10   10  
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法第２６条の２ （精神病院の管理者の届出）      
法第２６条の３  （医療観察法に基づく指定通院医
療機関の管理者又は保護観察所長の通報） 

     

計 72 37 19 16  

 
 (2) 自立支援医療受給者証（精神通院）の交付状況  

市 町 名 申請件数 交付件数 不交付件数 受給者数 R4(2022).3.31 備  考 

大 田 原 市 1,069 1,101 0 1,129 新型コロナウイルス対応

(特例 )R2.3.1～R3.2.28 有

効期限の方は、申請なく期

限を 1 年間延長となる。 

那須塩原市  1,586 1,612 0 1,658 

那 須 町 344 356 0 361 

計 2,999 3,069 0 3,148 
 
 (3) 精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

市  町  名 
 

申請件数 
 

交  付  件  数 不交付件数

 
所有者数 
R4(2022).3.31 

備  考 
 １ 級 ２ 級 ３ 級 計 

大 田 原 市 355 55 223 61 339 1 613  
 
 

 

那須塩原市  543 97 312 112 521 6 964 

那 須 町 110 25 66 16 107 2 205 

計 1,008 177 601 189 967 9 1,782 

 

（4) 精神保健家族教室 

回 開催日 内      容 講     師 参加者 

１ R3. 5.21 オリエンテーション、近況報告 県北健康福祉センター 保健師 11 人 

２ R3. 7.16 統合失調症ってどんな病気？ 県北健康福祉センター 保健師 14 人 

３ R3. 8.27 第 2 回の振り返り、近況報告 県北健康福祉センター 保健師 中止 

４ R3.10.15 
講話：こんな時はどうしてる？
（SST）～精神障害者への対応方法～ 

マロニエ医療福祉専門学校 
作業療法士   14 人 

５ R3.11.19 第 4 回の振り返り、近況報告 県北健康福祉センター 保健師 10 人 

６ R4. 1.21 日中活動や仕事について話そう！ 大田原市障害者相談支援センター 
障害者相談支援専門員. 中止 

７ R4. 2.19 第 6 回の振り返り、1 年間のまとめ 県北健康福祉センター 保健師 中止 

計 ４ 回 延べ 49 人 

 

 (5) 事例検討会    

開催回数 参加人数 内   容 

47 回    405 人 
退院前ケア会議、退院後支援検討会議、医療観察法に係るケア会議、

個別支援会議等 
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(6) 受理会議   

開 催 日 事例数 
検  討  内  容  内  訳 

訪 問 面 接 
電 話 

家族 
教室 

関係機 
関連絡 
調整 

施 設 ・他 
機関紹介 

訴え時 
対 応 

今 回 
の み 

精神保健 
クリニック 
・子どもの
心の相談 

R3. 4.13 10  1  1  3 5  

R3. 6. 2 7 1 4  4  3   

R3. 7. 7 22  3  6  3 10  

R3. 8.11 16  3  5  1 4 3 

R3.10. 6 18  5  4  5 4  

R3.11.10 13  4  3  3 3  

R3.12. 1 9  4  1  1 2  

R4. 1. 6 12 1 4  4  1 2  

計 107 2 28 0 28 0 20 30 3 

 

(7) 援助対象者見直し検討会 

開 催 日 内      容 事例数 参  加  状  況 
人 数 内   訳 

R4. 3. 3 
R4. 3.10 

令和 4 年度援助対象者の次年度援助方
針について検討 233 事例 7 人 

健康支援課保健師、精神

保健福祉専門員 

 

(8) 援助内訳 

内   容 
面   接 

電  話 訪  問 合  計 
クリニック そ の 他 

相 談 件 数 2 237 3,447 291 3,978 

 

(9) 管内精神保健福祉関係者研修会 

回 開催日 内   容 場   所 参加者数 備  考 

１ R3. 8. 4 
精神疾患の親を持つ子ども

への支援について考える 

県北健康福祉センター 

(オンライン開催) 
38 人 

子どもの心、自殺対策、ケ

アシステム推進事業と共催 

２ R3.10.15 家族の対応方法 県北健康福祉センター 33 人 家族教室と共催 

３ R3.10.25 
アセスメントの視点と効果的

なケース検討会 
大田原市役所 33 人 

発達指導者研修会と

共催 

４ R3.12. 6 妊産婦のメンタルヘルス 
県北健康福祉センター 

(オンライン開催) 

  46 人 

 

ようこそ赤ちゃん！支え

愛事業と共催 

 

 (10) 市町支援 

  ① 大田原市精神保健検討会議 

開 催 日 検  討 
事例数 

参   加   状   況 
人 数 内      訳 

R3. 4.30 9 15 人 
市（保健師・職員）、地域生活支援センター、大田原市障害者相談支

援センター、センター保健師 
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R3. 6.29 19 18 人   

R3.10.26 29 15 人 

R3.12. 7 20 18 人 

R4.2.22 25 書面開催  
             
 
② 那須塩原市地域自立支援協議会相談支援部会 

開 催 日 検  討 
事例数 

参   加   状   況 
人 数 内      訳 

中止 － － 

市（保健師・職員）、那須高原病院、室井病院、地域生活支

援センター、那須塩原市障害者相談支援センター、相談支援

専門員、栃木県障害者相談支援協働コーディネーター、センタ

ー保健師等 

 
③ 那須町地域自立支援協議会相談支援部会 

開 催 日 検  討 

事例数 
参   加   状   況 

人 数 内      訳 
R3.4.27 6 14 人 

町（保健師・職員）、社会福祉協議会、地域生活支援センター、

相談支援専門員、精神科病院、栃木県障害者相談支援協働

コーディネーター、センター保健師 

R3.5.26 5 11 人 
R3.6.23 2 15 人 
R3.7.28 6 13 人 
R3.10.27 6 10 人 
R3.11.24 5 11 人 
R4.3.23 5 10 人 

 

(11) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健    

・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、重層的な連携による支援体制の構築を図りま    

した。 

開 催 日 内      容 
参  加  状  況 

人 数 内   訳 
検  討  会 

中 止 －  － － 
情報交換会 

中 止 － － － 
研  修  会 

R3. 8. 4 
精神疾患の親を持つ子どもへの支援について

考える 
38 人 

市町母子担当課職員、精神科

病院、障害者施設、相談支援

事業所、教育関係者等 

R3.10.25 アセスメントの視点と効果的なケース検討会 33 人 
市町保健師、相談支援事業所 
等 

措置入院者の退院後支援 

・R3 年度に新たに 3 名の同意を取得し、退院後支援を実施。 
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(12) 自殺対策 

① 一般住民に対する普及啓発 
 ・自殺対策ポスター掲示、リーフレット等窓口配置 
 
② 自殺対策関係会議 

開 催 日 内      容 
参  加  状  況 

人 数 内   訳 

中 止 自殺対策担当者会議 － － 

 
③  自殺対策関係研修会 

開 催 日 内      容 
参  加  状  況 

人 数 内   訳 

R3. 8. 4 
精神疾患の親を持つ子どもへの支援につ

いて考える 
38 人 

市町母子担当課職員、精神科

病院、障害者施設、相談支援

事業所、教育関係者等 

 
２ 母子保健対策  
 

母性の健康と子の心身ともに健全な出生と育成を目標に諸事業を推進しました。また、乳児並びに妊産婦

の死亡減少、異常児の早期発見及び医療の援護対策を進めました。 

(1) 医療給付状況 

     障害者自立支援法、児童福祉法及び母子保健法に基づき申請のあった児に対して医療給付を行いま 

   すが、H25(2013)年度から医療給付について市町へ権限委譲されました。現在、県においては、

H24(2012)年度以前の治療分について遡って申請があった場合には、支給することとなっておりますが、

R3(2021)年度の遡及給付はありませんでした。  

 

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業 

次世代育成の推進を図るため、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に係る治療費の一部を助成しま

した。 

助成件数 助成金額 

462 件 104,816,143 円 

 

(3) 乳幼児健全育成事業 

 ① 乳幼児二次健康診査事業 

市町の一次健診等においてスクリーニングされた児を対象に、二次健康診査および保健指導を行い、

支援の必要な児の早期発見・早期療育を支援しました。 
 

  ア  受診児の状況                                                      （単位：人） 

実施回数 
受診児数 

（実） 

受診児数 

（延べ） 

受診結果（内訳） 

今回のみ指導 経過観察 精査及び要治療 

8 回      22    30     8 13 9 

 

② 発達障害児支援事業 

 ア 発達支援指導者研修事業 
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発達に配慮の必要な乳幼児等を支援するため、相談支援専門員・教育関係者・保健師等に対し研修 

   会を実施しました。   

開催日 内         容 出席者数 講   師 

R3.10.25 
「ケースワークの『アセスメントの視点』と『効

果的なケース検討会』を行うポイント」 
 33 人  

大正大学 

教授   近藤 直司氏 

 

(4) 総合養育支援事業 

① 養育支援グループ支援事業（ふたごの会） 

   保護者の育児不安を軽減するための相談指導、グループ支援 

開 催 日 会  場 対  象 内   容 参加者数 (組) 

中 止 － 
多胎児とその家族、多胎児

を妊娠中の妊婦とその家族 

幼稚園教諭による手遊び

歌、紙芝居。多胎児の保護

者同士の座談会、助産師

による育児アドバイス等 

－ － 

 
② 養育支援関係機関連絡会議 

養育支援体制の整備を図るための連携医療機関及び市町等の関係機関による会議 

開 催 日 会   場 内       容 出席者数 

R3.12.6 オンライン 

管内における養育支援の状況（母子保健に関する指標、養育支援連

絡票等の受理状況、管内市町における母子保健事業の実施状況）、

各機関（産科・精神科病院・母子保健・児童福祉）における産後うつ等

の妊産婦の支援について 

35 人 

(5) すこやか妊娠サポート事業 

     将来妊娠や出産を迎える大学生を対象にした妊娠や出産・性等に関する正しい知識などの普及啓発

及びライフプラン設計を支援するセミナー 

開 催 日 会   場 内       容 出席者数 

中 止 宇都宮大学 
「あなたのライフプランを実現するために～妊娠・出産に
ついて準備しましょう～」 

－ 

 

(6) 思春期保健事業 

思春期教育の依頼のあった児童養護施設において、助産師、保健師による思春期健康教室を実施予 
定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。  

   思春期健康教室 

  開 催 日 開催場所 参加人数 対  象   講 師 

R3. 8. 6 
社会福祉法人 

児童養護施設 桔梗寮 

①３人 

②７人 

①高校生男子 

②中・高校生女子 

県北児童相談所 保健師 

県北健康福祉センター保健師 

 

(7) 子どもの心の相談支援体制強化事業 

     軽度発達障害をはじめとする子どもの心の問題は、特に社会性が必要となる学童期・思春期に顕在し

てくることが多く、本人や家族、関係者が問題を抱え込まないための支援が重要であることから、「子どもの

心の相談窓口」を開設し、支援者を対象とした研修を実施しました。 

① 子どもの心の相談窓口 

内   容 
個別相談 訪 問 

(他機関訪問含む) 
電 話 コンサルテーション 

窓口開設回数（回） 面接相談延件数（件） 

相談件数 10 15 6 151 16 
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内 容 等 

把握経路：学校、市町からの紹介 
主訴：発達障害の見立て、不登校・集団不適応、自傷行為、暴言暴力等への対応、複雑な家庭
環境を抱える児と家族への対応等 

 

 ② 支援者研修会 

開 催 日 会   場 内       容 出席者数 

R3. 8. 4 オンライン 
講演「精神疾患の親を持つ子どもへの支援に
ついて考える」 

38 人 

R3.10.25 大田原市役所本庁舎 
講演・グループワーク「「ケースワークの『ア
セスメントの視点』と『効果的なケース検討
会』を行うポイント」 

33 人 

R3.12. 6 オンライン 
講演「周産期の妊産婦のメンタルヘルスケア
の基礎知識」 

46 人 

 
③ 地域ネットワーク会議 

開 催 日 会   場 内       容 出席者数 

R3.12. 6     オンライン 
子どもの心の問題に保健・医療・福祉・教育機関
が一体となって取り組むための地域課題の明確
化と解決策の検討、事例への対応方法等の共有 

  35 人 

 
(8) 母子保健推進部会 

      広域的な母子保健施策の推進・体制整備・母子保健の向上に関し、母子保健関係者及び管内市町担       

当者等において開催しました。   

開 催 日 会   場 内       容 出席者数 

R3.11.15 
塩谷庁舎 
401・402 会議室 

管内市町母子保健担当者会議 

（情報交換：母子保健事業の取組状況等） 
19 人 

中止 － 母子保健の推進について － 

 

３ とちぎ健康２１プラン(2 期計画)の推進  
 

(１) 地域・職域連携推進事業    
   生活習慣病対策の効果的な手法の一つとして、地域保健と職域保健の連携による生涯を通じた健

康管理の支援、継続的な保健サービスの提供体制の検討を行う機会として、平成１８年度から地域・職

域連携推進部会を設置し、平成１９～２４年度は「禁煙」と「特定健診・保健指導」、「働く世代の食習慣改善

対策」等健康課題に応じたワーキング、啓発活動等実施しました。平成２５(2013)～２７(2015)年度は事業所

の健康課題の実態把握に焦点を当て、部会、研修会、連絡会議、啓発活動等を実施しました。 

   令和元年度からは、県北健康福祉センター協議会県北地域・職域連携推進部会を再始動し、地域と職

域で共通する働く世代の健康課題の抽出と課題解消のための具体的取組を行うため、下記のとおり協議し

ました。 

事  業  名 回数 参加者数 内       容 

地域・職域連携推進部会「研修会」  － － 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

地域職域連携推進部会「事務局会議」 ４ 
各回 

4 名 
部会運営について打ち合わせ 
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地域・職域連携推進部会 １ 20 名 
昨年度活動報告、Ｗｉｔｈコロナを見据えた健康課題に関す

る情報提供・意見交換 

 

４ 健康づくり推進事業  
 

「とちぎ健康２１プラン(2 期計画)」に基づき、生涯を通した健康づくりのために、生活習慣病を予防し健康寿

命の延伸を図るため、食生活の改善、健康づくり等を家庭・職場・地域が一体となって総合的に推進されるよう

各種事業を実施しました。 
  

(1) 専門的・広域的食生活指導・支援事業   

疾患を抱える患者及びその家族に対して、その健康の維持・増進や食生活の不安の解消のために

専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導等を実施しました。 
 

区  分 
 

専 門 的 ・ 広 域 的 栄 養 指 導  
合  計 

 難 病 (再掲) 
うち訪問 病態栄養相談等 その他 

個別指導      5       2 2          7 

集団指導                

 

(2) 給食施設指導 

  ① 特定給食施設等巡回指導・個別指導 

実 施 期 間 巡回指導 個別指導 備    考 （ 内 容 等 ） 

R3(2021)．４月～ 

R4(2022)．３月 

3 

件 

102 

 件 

健康増進法及び栃木県特定給食施設等指導要綱に基

づいた指導 

② 特定給食施設等研修会 

 内      容 開 催 日 場    所 参加者数 

1 
感染症拡大防止のため実施無 
 

 
 

 

 

(3) 市町栄養業務推進事業 

  ①市町栄養士研修会 対象 県北 9 市町管理栄養士･栄養士 

回   実施日  会 場         内     容                           参加
者数 

1 
5 月 14 日

(金) 
書面 

令和 3 年度栃木県栄養改善事業について  
各市町における健康づくり・栄養改善業務について 
その他 

17 

2 
7 月 19 日

(月) 

セ ン タ

ー 

災害時の食生活支援体制について 
人生 100 年フレイル予防プロジェクト事業について 
各市町における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の状況に
ついて 
情報交換 

9 

②在宅栄養士研修会 

回   実施日  会 場         内     容                           参加
者数 

1 
5 月 14 日

(金) 
書面 

令和 3 年度栃木県栄養改善事業について  
各市町における健康づくり・栄養改善業務について 
その他 
 

6 
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(4)  地域の食と健康づくり推進事業 
  ① 地域の食と健康づくり推進会議 

実 施 日 出席者

数 

場    

所 

内         容 

令和 4(2022)年 

3 月 23 日 

（書面表決書提出日） 

29 名 

 

 

書面 令和 3 年度地域の食と健康づくり推進事業実績報告について 

令和 4 年度地域の食と健康づくり推進事業実施計画(案)につい

て 

 
②「野菜たっぷりレシピ集」の普及啓発                        

「野菜たっぷりレシピ集」から、旬の野菜を利用したメニューをポスターにし、管内の児童 

福祉施設、農産物直売所に配布しました。（地区別 3 種類作成） 

対象 児童福祉施設 農産物直売所 市町健康づくり・ 

保育主管課等 
配布数 ９８ ６２ ４６ 

 

 ③野菜摂取増加やバランスのとれた食事等をテーマとした普及啓発の実施 
関係機関へのポスター、リーフレットを配布し、普及啓発を行いました。 

 
(5） 地域健康づくり栄養改善体制整備事業 
  とちぎヘルシーグルメ推進店の推進拡大（店舗数）  

 
 

店舗数 
 

栄養成分 
表示 

 ヘルシーメ

ニュー 
野菜たっぷり 

メニュー 

ヘルシーオーダー

 

大 田 原 地 区 ４ １ １ ４ １ 

矢 板 地 区 4 3 1 1 3 
 
 
（6） 国民健康・栄養調査（県民健康・栄養調査） 
  
 
 
 
 

令和 3(2021)年 
調査地区名 

  
対象数 

 ※()内世帯数 
実施数 

※()内世帯数 
対象数 

 ※()内世帯数 
実施数 

※()内世帯数 
栄養摂取状況調査 感染症拡大防

止のため実施

無 

   

身体状況調査     

血液検査     

生活習慣調査     

歩数計調査     
 

 (7) 栄養成分表示、誇大広告に係る相談・指導の実施 
  食品表示法および健康増進法に基づき、 食品に栄養表示等をしようとする者に対し、適切な表示

のための指導及び虚偽・誇大広告についての指導を行うことにより、一般消費者に対する適切な情

報提供及び健康づくりを推進する。 
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① 個別指導 
 
 栄養成分表示 虚偽誇大広告  

 
合  計 食品表示法（保健

事項） 健康増進法 65 条の 1 

積極監視 66 件 66 回 11 件 11 回 77 件 77 回 

来所・電話等  120 件 139 回 3 件 4 回 123 件 143 回 

 

② 集団指導 

  

区  分 実施日 会 場 受講者 

表示普及 

講習会 

感染症拡大

防止のため

実施無し 

  

 

 

 (8) 食生活改善推進員協議会の育成状況 

 ① 食生活改善推進員数                                         （単位：人）  
大田原地区    塩谷南那須地区  

大田原市 那須塩原市  那 須 町 矢 板 市 さくら市 那須烏山市 塩谷町 高根沢町 那珂川町 
57 43 15 57 10 42 29 16 25 

大田原地区計：115            塩谷南那須地区計：179  

 
② 食生活改善推進員リーダー研修会 

実施日・会場 内       容 参 加 者 数 
R3.12.20 県北健康

福祉センター 

R3.12.22 栃木県塩

谷庁舎 

栃木県作成CVC「フレイルを予防しよう」視聴 

グループワーク「生き生きした高齢者のいる地域を作るた

めの地域活動とは」  

 

  9 名 

 

  25 名 

 

③ 地域に根ざした「とちぎ健康２１プラン」実践事業 
 
 

大田原地区 塩谷南那須地区 
実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

「食育の日」普及事業 
子どもの料理コンクール 
「食育月間」普及事業 
「まず１ｇの減塩」推進事業 
「適正体重」普及事業 
朝食食べよう推進事業 

ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防の普及啓発 
「とちぎヘルシーグルメ推進店」普及・支援事業 

 

 

 

 

75 回 

 

 

 

 

 

 

 

2,323 人 

  

 

 

 

 

 

 

118 回 

 

 

 

 

 

12,393 人 
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④ その他講習会支援状況 

 
 

大田原地区 塩谷南那須地区 

実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 

生涯骨太クッキング事業 ３ 回 ５０人 ２ 回     ６２人 

おやこの食育教室事業 ３ 回 ７１人 ５ 回 ８８人 

男性のための料理教室 １ 回 ７人   

やさしい在宅介護食教室  回 人 １回 ３０人 

米に関する講習会･講演会  １回 ２４人   3 回 ５６人 

全世代に広げよう健康長寿延伸プロジェ

クト事業 

    

１０ 回 121 人 ５ 回 ９２人 
 
 
（9） 受動喫煙防止促進事業  

とちぎ禁煙推進店（件数） 
 敷地内禁煙 建物内禁煙 

大田原地区 3 13 

矢板地区 2 7 

烏山地区 3 4 

計 8 24 

 

 (10) 地域における喫煙対策普及啓発事業 

 実施日・会場 対 象 内 容 講 師 

１ 感染拡大防止のため実施無し 

 

(11) よい歯のコンクール 

開催日時 場所 
  三歳児 （人） 親と子 （組） 

推薦者数 参加者数 推薦組数 参加者数 

感染拡大防止のため実施無し － － － － 

 

５ 指定難病等対策事業  
平成２７(2015)年１月から施行された、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、指定

難病特定医療費助成事業を行いました。 

指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者の医療費

の負担軽減を図るとともに、患者の病態や治療状況を把握し、治療研究を行うことを目的として一定

の基準を満たしている方に対して、その医療費の一部を助成しています。 

また、在宅難病患者が安心して療養できるよう、在宅療養支援を行いました。 
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(1) 対象疾病別承認状況                         （令和４年(2022)年３月３１日現在） 

告示番号 名称 計 大田原市 那須塩原市 那須町 

1 球脊髄性筋萎縮症 6 3 1 2 

2 筋萎縮性側索硬化症 20 11 6 3 

3 脊髄性筋萎縮症     

5 進行性核上性麻痺 33 8 20 5 

6 パーキンソン病 205 64 112 29 

7 大脳皮質基底核変性症 5 3 1 1 

10 シャルコー・マリー・トゥース病 1  1  

11 重症筋無力症 35 9 23 3 

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 46 16 25 5 

14 
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運

動ニューロパチー 
5 3 1  1 

15 封入体筋炎 3 1 2  

16 クロウ・深瀬症候群 1  1  

17 多系統萎縮症 26 14 11 1 

18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 50 15 27 8 

21 ミトコンドリア病 3  3  

22 もやもや病 19 5 12 2 

26 HTLV-1 関連脊髄症 1  1  

28 全身性アミロイドーシス 2  2  

34 神経線維腫症 7 1 4 2 

35 天疱瘡 4 1 3  

37 膿疱性乾癬（汎発型） 3 1 2  

40 高安動脈炎 5 2 3  

42 結節性多発動脈炎 2 1 1  

43 顕微鏡的多発血管炎 17 9 6 2 

44 多発血管炎性肉芽腫症 3 2 1  

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 7  5 2 

46 悪性関節リウマチ 2  1 1 

47 バージャー病 5 1 4  

48 原発性抗リン脂質抗体症候群 1 1   

49 全身性エリテマトーデス 105 29 67 9 

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 38 18 18 2 

51 全身性強皮症 86 24 56 6 

52 混合性結合組織病 16 4 12  

53 シェーグレン症候群 36 13 22 1 

54 成人スチル病 3 1 2  

55 再発性多発軟骨炎 1  1  

56 ベーチェット病 31 5 21 5 

57 特発性拡張型心筋症 23 7 15 1 

58 肥大型心筋症 3  2 1 

60 再生不良性貧血 10 1 9  
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告示番号 名称 計 大田原市 那須塩原市 那須町 

61 自己免疫性溶血性貧血 1   1 

63 特発性血小板減少性紫斑病 20 6 12 2 

64 血栓性血小板減少性紫斑病 2  2  

65 原発性免疫不全症候群 6 1 5  

66 IgＡ 腎症 12 2 9 1 

67 多発性嚢胞腎 23 8 12 3 

68 黄色靱帯骨化症 11 2 6 3 

69 後縦靱帯骨化症 57 21 28 8 

70 広範脊柱管狭窄症 19 7 11 1 

71 特発性大腿骨頭壊死症 39 14 21 4 

72 下垂体性 ADH 分泌異常症 10 5 4 1 

74 下垂体性 PRL 分泌亢進症 1   1 

75 クッシング病 1  1  

77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 5 2 3  

78 下垂体前葉機能低下症 30 8 15 7 

82 先天性副腎低形成症 2  2  

83 アジソン病 1  1  

84 サルコイドーシス 27 10 16 1 

85 特発性間質性肺炎 24 8 11 5 

86 肺動脈性肺高血圧症 11 7 4  

88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 13 6 7  

89 リンパ脈管筋腫症 2 1 1  

90 網膜色素変性症 49 17 28 4 

93 原発性胆汁性肝硬変 17 4 9 4 

94 原発性硬化性胆管炎 2 2   

95 自己免疫性肝炎 3  3  

96 クローン病 67 23 37 7 

97 潰瘍性大腸炎 234 94 111 29 

98 好酸球性消化管疾病 2  1 1 

107 全身型若年性特発性関節炎 1 1   

111 先天性ミオパチー 1 1   

113 筋ジストロフィー 11 3 7 1 

122 脳表ヘモジデリン沈着症 1 1   

127 前頭側頭葉編成症 1  1  

144 レノックス・ガストー症候群 1  1  

145 ウエスト症候群 2 1 1  

162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 9 4 4 1 

163 特発性後天性全身性無汗症 1 1   

165 肥厚性皮膚骨膜症 1  1  

167 マルファン症候群 2 1  1 

168 エーラス･ダンロス症候群 1   1 

171 ウィルソン病 1 1   
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告示番号 名称 計 大田原市 那須塩原市 那須町 

179 ウィリアムズ症候群 1 1   

193 プラダー・ウィリ症候群 1 1   

208 修正大血管転位症 1 1   

210 単心室症 2 1  1 

215 ファロー四徴症 2  1 1 

222 一次性ネフローゼ症候群 13 4 8 1 

223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 1  1  

224 紫斑病性腎炎 1   1 

226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 1  1  

227 オスラー病 1  1  

259 レシチンコレステロールアシルトランス
フェラーゼ欠損症 1 1   

266 家族性地中海熱 1  1  

271 強直性脊椎炎 5  4 1 

276 軟骨無形成症 1   1 

283 後天性赤芽球癆 1   1 

288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 1  1  

290 非特異性多発性小腸潰瘍症 1  1  

300 IgG4 関連疾患 3  2 1 

301 黄斑ジストロフィー 2  2  

306 好酸球性副鼻腔炎 17 5 8 4 

331 特発性多中心性キャッスルマン病 1 1   

 計   1,651  550 910 191 

 

(2) 難病患者地域支援対策推進事業 
 

① 在宅療養支援計画策定・評価事業 

② 個別相談事業面接状況 

   ※感染拡大防止のためおたずねによる書面回答（更新申請者:1,589 件 回収率：95%）  

③ 医療相談事業 

 

内    容 検討件数 参   加   者 備  考 
支援対象者受理会議 38 担当内職員 月１回実施 

支援対象者見直し検討会 104 担当内職員 年１回実施 

事例検討会 
実 ３ 
延 ３ 

医師、看護師、保健師、相談員、 
ケアマネージャー、ヘルパー等 

随時実施 

内 容 訪 問 指 導 電 話 相 談 新 規 面 接 更新時療養生活相談 

相談件数 実 48 件・延 78 件 ４７５件 38 件 １５１９件※ 

内      容 開 催 日 場    所 参加者数 

特定医療費受給者証更新手続きに伴う療養生活相談 
R3(2021).8.2 

R3(2021).8.6 

R3(2021).8.18 

那須塩原市役所 

那須町役場 

那須塩原市役所 

33 人 
23 人 
16 人 
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④ 患者・家族会   

⑤ 地域支援体制の推進 

内      容  回 数 場    所 参加者数 

感染拡大防止のため実施無し 

  
６ 小児慢性特定疾病対策事業 

小児慢性特定疾病ついては、その治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となり、これを放置すると児

童の健全な育成を阻害することになるため、この特定疾患の医療の確立と普及を図るとともに、患者・家族の医

療費の負担を軽減する目的で、医療保険各法に基づく保険診療の自己負担を公費で負担しました。 

また、患者の在宅における適切な療育の確保のため、患者及び家族への支援を行いました。 

 
(1) 小児慢性特定疾病医療給付状況                                （令和 4(2022)年３月３１日現在） 

市 町 名 計 

悪

性

新

生

物

群 

慢

性

腎

疾

患

群 

慢
性
呼
吸
器
疾
患
群 

慢

性

心

疾

患

群 

内

分

泌

疾

患

群 
膠

原

病

群 

糖

尿

病

群 

先

天

性

代

謝

異

常 

血
友
病
等
血
液
疾
患 

免

疫

疾

患

群 

神

経

・

筋

疾

患

群 

慢
性
消
化
器
疾
患
群 

染
色
体
又
は
遺
伝
子
に

変
化
を
伴
う
症
候
群 

皮

膚

疾

患

群 

骨

系

統

疾

患 

脈

管

系

疾

患 

大 田 原 市 76 8 9 7 12 11 2 3 1 3 - 11 4 5 - - - 

那 須 塩 原 市 112 12 14 9 23 13 2 2 2 1 - 18 9 5 - 2 - 

那 須 町 7 2 - - 1 2 - - - - - 1 1 - - - - 

計 195 22 23 16 36 26 4 5 3 4 - 30 14 10 - 2 - 

                                                                     

（2） 小児慢性特定疾病合支援事業 

① 在宅療養支援計画策定・評価事業 
内    容 検討件数 参   加   者 備  考 

支援対象者受理会議 27 担当内職員 月１回実施 
支援対象者見直し検討会      37 担当内職員 年１回実施 

 

② 個別相談事業面接状況 

 

７ 感染症予防対策 
感染症予防の正しい知識の普及を図るとともに、感染症発生時においては、市町や関係機関と連携を図り、

迅速かつ適切に対応しています。 

なお、新型コロナウイルス感染症については指定感染症として定める等の政令により指定感染症に指定して

対策を講じていたましが、令和 3 年 2 月 13 日感染症法の一部改正施行により新型インフルエンザ等感染症に

内      容 対象 開 催 日 場  所 参加者数 

チラシの送付 
パーキンソン病 

潰瘍性大腸炎 
－ － 409 

内 容 訪 問 指 導 電 話 相 談 新 規 面 接 更新時療養生活相談 

相談件数 実 １２件・延１８件 110 件 27 件 163 件 
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位置づけられました。      

 

(1) 感染症患者発生状況                                                      （単位：人）  
 
 
 

 

 

   

 

 
年 度 

 

感  染  症  の  類  型 
１  類 ２  類 ３  類 

患者数 感 染 症 名 患者数 感 染 症 名 患者数 感 染 症 名 

27(2015) －  －  18 

2 

腸管出血性大腸菌感染症 

細菌性赤痢 

28(2016) －  －  12 

1 
腸管出血性大腸菌感染症 

パラチフス 

29(2017) －  －  7 腸管出血性大腸菌感染症 

30(2018) －  －  13 腸管出血性大腸菌感染症 

R1(2019)    －  －  22 腸管出血性大腸菌感染症 

R2(2020)     20 腸管出血性大腸菌感染症 

R3(2021)     5 腸管出血性大腸菌感染症 

※２類感染症 結核に関しては、９ 結核予防対策に掲載 
 
(2) 新型インフルエンザ等感染症発生状況           （単位：人） 

 
年 度 

 

感  染  症  の  類  型 
新型インフルエンザ等感染症 

患者数 感 染 症 名 

R3(2021) 7215 新型コロナウイルス感染症 

 
(3)  感染症予防機動班による指導状況                                          （単位：件）  

区   分 学  校 福祉施設 病院・診療所 事 業 所 そ の 他 計 

施 設 数      ０ 

実 施 施 設 数      ０ 

改善指導事項あり施設      ０ 
  ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施なし 
 
(4)  腸内細菌検査状況                            （単位：件） 

区  分 
 

感染症患者 
保菌者等※ 

感染症患者 
接 触 者 

給   食 
従 事 者 

水   道 
従 事 者 

そ の 他 
 

計 
 

無  料 － 10 － － － 10 
有  料 － － 1,891 1,009 2,334 5,234 

計 － 10 1,891 1,009 2,334 5,244 
※ 感染症患者：３類感染症患者   
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(5)  感染症予防事業 
  エイズ及び性感染症に関する正しい知識の普及啓発に努めており、匿名による検査を実施しました。 

 

(ア)  エイズ相談及びＨＩＶ・性感染症抗体検査実施状況                      （単位：件）  
区  分 

 
相    談 抗  体  検  査 等 

来    所 電    話  ＨＩＶ ※ クラミジア 梅    毒 ※ 淋 菌 

男 0 50 22 14 18 14 

女 0 17 13 11 11 10 
計 0 67 35 25 29 24 

※ 検査は江東微生物研究所で実施  
  

(イ)  感染症予防講演会等                                             （単位：人）  

実 施 日 内            容 対  象  者 人 数 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため実施なし 

  

 
(6) 肝炎対策 
  ① ウイルス性肝炎対策に係る相談・検査事業                                   （単位：人） 

 男 女 合 計 備   考 

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査受検者数 
 

2 

(11) 

5 

(3) 

7 

 (14) 

 

 (令和２年度) 
  

② インターフェロン治療に係る医療費助成事業                              （単位：件） 

 申 請 区 分 
 

受付件 

数 
進達処理状況 備 考 

 承認 不承認 取下 審査中 

インターフェロ

ン治療 
 
 
 

新 規 0 0 0 0 0  
72 週延長 0 0 0 0 0  
 2 回目 0 0 0 0 0  

3剤併用 
インターフェロンフリー 

0 

42 

0 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
 

核酸アナログ製

剤治療 
 新 規 9 9 0 0 0  

 更 新 118 118 0 0 0  
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8 結核予防対策 
 

結核検診及び予防接種を実施することにより、結核の発病を予防し、患者の早期発見・早期治療を図りまし

た。また、登録患者に対して、適正な医療と生活規制により社会復帰ができるよう管理及び指導を行いました。 
 
(1) 結核患者届出及び登録状況 

年 新登録者数 罹 患 率 年末現在登録者数  有 病 率 備    考 

２９（2017） ４３ １１．９ ４８（２５） ６．６ ※ 罹患率       

  人口１０万人に対する新登録患者数  

※ 有病率       

  人口１０万人に対する年末活動性患者数 

３０（2018） ２７ ７．２ ４８（８） ２．１ 

３１(2019) ２２ ５．９ ５２（１０） ２．７ 

２（2020） １８ ４．９ ４１（１５） ４．１ 

３（2021）   ２２ ５．９ ４２(9) ２．４ 

※ (  )は年末活動性患者数  
(2) 結核医療費公費負担申請状況（令和３(2021)年度） 
  ◆ ３７条の２                                （単位：件） 

区 分 
 

被用者保険 国民健康保険 後期 

高齢者 
生  活 
保護法 

その他 
 

計 
 本  人 家  族 一  般 退職本人 退職家族 

申 請 １６ ４ ３ ０ ０ １７ ５ ０ ４５ 

合 格 １５ ４ ２ ０ ０ １４ ５ ０ ４０ 

承 認 １５ ４ ２ ０ ０ １４ ５ ０ ４０ 

◆ ３７条                                   （単位：件） 

区 分 
 

被用者保険 国民健康保険 後期   

高齢者 
生  活 
保護法 

その他 
 

計 
 本  人 家  族 一  般 退職本人 退職家族 

申 請 ２ １ ７ ０ ０ ２３ １ ０ ３４ 

合 格 ２ １ ７ ０ ０ ２３ １ ０ ３４ 

承 認 ２ １ ７ ０ ０ ２３ １ ０ ３４ 

 
(3) 定期健康診断実施状況                                        （単位：人） 

区  分 対  象 
人  員 

受 診 
人 員 

Ｘ 線 検 査 結    果 
間   接 直   接 

要 医 療
発病の 
恐 れ 

異  常 
無  し 

保 健 所 
実 施 

その他の

機関実施 
保 健 所 
実 施 

その他の

機関実施 

事業者 16,422 15,880 0 1,911 0 13,969 48 0 15,832 

学校長 4,083 4,054 0 542 0 3,512 6 0 4,048 

施設長 3,786 3,724 0 577 0 3,147 3 0 3,721 

市町長 
一般 

住民 

（６５歳以上） 
101,083 20,353 0 16,942 0 3,411 57 0 20,296 

計 125,374 44,011 0 19,972 0 24.039 114 0 43,897 

（R２年度） 
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(4） 定期外健康診断（患者家族健診等・患者管理検診）実施状況 

（患者家族健診：延件数）                          （単位：人） 

区分 
対象 

件数 

未受診

件数 

受診 

件数 

検査方法 結果 

CX-P IGRA ツ反 
感染・発病
なしで終了 

経過観

察継続 

肺結核

登録 
LTBI 登録 

保健所 ３１ ０ ３１ １７ １４ 0 １９ １２ ０ ０ 

委託 
医療機関 １０ 0 １０ １０ 0 0 ２ ８ ０ ０ 

他保健所 
依頼 0 0 0 0 0 ０ 0 0 ０ ０ 

その他 ７ 0 ７ ７ ０ ０ ２ ５ ０ ０ 

計 ４８ 0 ４８ ３４ １４ ０ ２３ ２５ ０ ０ 

（接触者健診：延件数）                           （単位：人） 

区分 
対象 

件数 

未受診

件数 

受診 

件数 

検査方法 結果 

CX-P IGRA ツ反 
感染・発病
なしで終了 

経過観

察継続 

肺結核

登録 
LTBI 登録 

保健所 １５５ 0 １５５ １１３ ４２ 0 ７１ ８２ 0 ２ 

委託 
医療機関 ３０ 0 ３０ ３０ ０ 0 ４ ２６ 0 0 

他保健所 
依頼 ４ 0 ４ ３ １ 0 １    ３ 0 0 

その他 ５１ 0 ５１ ５１ ０ 0 ３３ １８ 0 0 

計 ２４０ 0 ２４０ １９７ ４３ 0 １０９ １２９ 0 ２ 

  ※ 区分欄の「その他」は学校、職場、医療機関等の受診結果を保健所で把握した者をいう。 

（患者管理検診：延件数）                        （単位：人） 

対象件数 対象件数 件数 

結果 

未把握数 
経過観察 

継続 

発病なしで 

終了 

再発疑い 

 

（要精密） 

５９ 

保健所 ６ ５ １ ０ ０ 

委託医療機関 ３ １ ２ ０ ０ 

その他 ５０ ３６ １４ ０ ０ 

※ 区分欄の「その他」は医療機関の受診結果を保健所で把握した者をいう。 

 

９ 原爆被爆者対策 
 
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者の健康管理に努めました。 
(1) 登録状況                                                                 （単位：人）  

区   分 既 登 録 
期  中  増  減 計 

 新  規 転  入 転   出 死   亡 

令和 4（2022）年 

3 月 3１日現在 

１８ ０ ０ ０ 

 

０ １８ 
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(2) 健康診断実施状況                                                         （単位：人） 

区  分 対 象 者 

一般検査・がん検診 精 密 検 査 
  

受診者 異 常 
無 し 

要 
精 検 

経過観察 受診者 異 常 
無 し 

要 
治 療 

その他 
 

一 般 

前期 １７ ５ ０ ２ ３ ０ － － － 

後期 １７ ５ ３ １ １ ０ － － － 

計 － １０ ３ ３ ５ ０ － － － 

希 望

による

検 診 

一般検査 １７ ４ ２ １ １ ０ － － － 

がん検診 １７ ２ ２ ０ ０ ０ － － － 

計 － 
(重複あ

り) 
－ － － － － － － 

 
１0 骨髄バンク対策 

 

骨髄提供希望者が相談をしやすいように常時相談受付（電話・面接）を実施しました。また、検査受付は毎

週火曜日に実施しました。                                          （単位：人）  

区   分 男 女 計 備   考 
登録受付（予約）数 ０ ３ ３  
登 録 申 込 数   ０ ３ ３  

 
１1 食品衛生 

食品衛生法及び県条例に基づく営業の許可、施設の監視指導、食品等の収去検査等を実施し、食品に起

因する衛生上の危害の発生を防止しました。 
(1) 食品関係営業施設数及び許可申請件数、監視状況 

管内で許可を要する食品営業を新たに始める営業者や許可更新をする営業者の施設を検査するととも 
に、日常的に食品関係営業施設の監視指導を実施しました。  

  なお、令和 3 年６月１日付けの食品衛生法改正に伴い、改正前の食品衛生法許可業種は、従来の許可 

更新時に新規で許可を取り直すこととなりました。また、改正に伴い県条例が廃止となったため、条例許 

可施設及び条例届出業種は６月１日付けで全て廃止となりました。  

ア 令和３年５月３１日以前の法に基づく施設 

項  目    
   業 種 別 

管   内 
施 設 数 

許可申請件数 監 視 状 況 
新 規 更 新 監視数 違反数 

  
 
 
食 
  

  
品 
  

  
衛 

  
  

飲食店営業 
喫茶店営業 

菓子製造業 

あん類製造業 
アイスクリーム類製造業 
乳処理業 
乳製品製造業 
集乳業 
食肉処理業 
食肉販売業 
食肉製品製造業 
魚介類販売業 

３７８２ 

５１８ 

５８９ 

４ 

１１１ 

８ 

２９ 

４ 

１９ 

３６９ 

１１ 

３２５ 

１４７ 

２ 

１２ 

－ 

２ 

－ 

－ 

－ 

１ 

５ 

－ 

４ 

１３６ 

７ 

１９ 

１ 

２ 

－ 

１ 

－ 

－ 

６ 

－ 

３ 

５４０ 

１６ 

９６ 

５ 

２６ 

２３ 

１７ 

９ 

５ 

４９ 

１２ 

４１ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
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生 
  
  
法 

  
 
許 

  
  
可 
  
 
 

魚介類せり売り業 
食品の冷凍又は冷蔵業 
清涼飲料水製造業 
乳酸菌飲料製造業 
食用油脂製造業 
マーガリン又はショートニング製造業 
みそ製造業 
しょうゆ製造業 
ソース類製造業 
酒類製造業 
豆腐製造業 
納豆製造業 
めん類製造業 
そうざい製造業 
かん詰又はびん詰め食品製造業 

添加物製造業 

２ 

１４ 

５１ 

５ 

１ 

１ 

５５ 

３ 

１８ 

１７ 

１０ 

３ 

５７ 

１２５ 

５２ 

８ 

－ 

－ 

１ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

３ 

１ 

－ 

－ 

－ 

５ 

－ 

－ 

－ 

３ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

４ 

６ 

１ 

－ 

９ 

２８ 

７ 

－ 

１ 

８ 

－ 

７ 

６ 

４ 

２ 

１９ 

３８ 

２０ 

４ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 合    計 ６１９１ １７８ １９４ ９９２ － 

 イ 令和３年６月１日以降の法に基づく施設 

項  目    
   業 種 別 

管   内 
施 設 数 

許可申請件数 監 視 状 況 
新 規 継 続 監視数 違反数 

  
 
 
 
食 
  

  
品 
  

  
衛 

  
  
生 

  
  
法 

  
 
許 

  
  
可 
  
 
 

飲食店営業 
調理の機能を有する自動販売機 

食肉販売業 
魚介類販売業 
魚介類せり売り業 
集乳業 
乳処理業 
食肉処理業 
菓子製造業 

アイスクリーム類製造業 
乳製品製造業 
清涼飲料水製造業 
食肉製品製造業 
水産製品製造業 

液卵製造業 

食用油脂製造業 
みそ又はしょうゆ製造業 
酒類製造業 
豆腐製造業 
納豆製造業 
麺類製造業 
そうざい製造業 
複合型そうざい製造業 
冷凍食品製造業 
複合型冷凍食品製造業 
漬物製造業 
密封包装食品製造業 
食品の小分け量 
添加物製造業 

５４７ 

１ 

１６ 

１６ 

１ 

０ 

１ 

１ 

８２ 

４ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

－ 

４ 

４ 

３ 

２ 

１２ 

５６ 

－ 

－ 

－ 

１１ 

４ 

－ 

２ 

５５３ 

１ 

１６ 

１７ 

１ 

－ 

１ 

１ 

８２ 

４ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

－ 

４ 

４ 

３ 

２ 

１２ 

５６ 

－ 

－ 

－ 

１１ 

４ 

－ 

２ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

５１１ 

－ 

１５ 

１４ 

－ 

－ 

１ 

１ 

７０ 

５ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

－ 

４ 

２ 

４ 

２ 

１０ 

５３ 

－ 

－ 

－ 

１２ 

４ 

－ 

１ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

合    計 ７７２ ７７９ － ７１５ － 

営業届 １，２６７ － － ２５ － 
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(2) 食品収去検査状況 
管内の製造所やスーパーマーケット等の店頭において販売されている食品を収去し、定期的に規格基 

準、衛生規範に適合しているか検査を依頼しました。 
区   分 

 
収 去 
検体数 

項目数 
 

細菌学検査 理化学検査 ※再掲

残 留 
農 薬 

※再掲 
食品添

加物 

※再掲

残留動物

用医薬品 

※再掲

遺伝子組換 

アレルギー 

※再掲 

良 不良 良 不良 放射性 

物質 

魚介類 - - - - - - - - - - -

冷凍食品 ２ ２ - - ２ - ２ - - - -

魚介類加工品 ２０ ３０ １０ - ２０ - - ２０ - - -

肉卵類及びその加工品 ２５ ４７ ２３ - ２４ - - ２０ ２ - ２

乳製品 ３６ ３６ ３２ - ４ -- - - - - ４

乳類加工品   １ １ １ - - - - - - - -

アイスクリーム類・氷菓 ３２ ３２ ３２ - - - - - - - -

穀類及びその加工品 ３８ ５５ ３８ - １７ - - １７ - - -

野菜・果物及びその加工 ４５ ５１ １１ - ４０ - ７ ２５ - ２ ６

菓子類 １２ １２ １０ - ２ - - - - ２ -

清涼飲料水 ３９ ５９ ３７ - ２２ - - ２０ - ２ -

酒精飲料 ６ ６ － - ６ - - ６ - - -

かん詰・びん詰食品 ５ ５ － - ５ - - ３ - ２ -

その他の食品 １２７ １２９ １２４ １ ４ - - - ２ - ２

生 乳 １５１ １５１ － - １５１ -  - １５１ - -

牛 乳 １０ １６ ６ - １０ - - - - - ４

加工乳 - - - - - - - - - - -

計 ５４９ ６３２ ３２４ １ ３０７ - ９ １１１ １５５ ８ １８

 
(3) 食品衛生関係苦情件数 

管内の住民が購入した食品や管内の製造所で製造された食品等に関する苦情を受け付けて、原因究 
明及び再発防止等の指導を実施しました。 

区    分 件  数  
 

不 
良 
品 
等 

 

腐敗変敗に関する事 
異物混入に関する事 
表示に関する事 
容器包装に関する事 
有症苦情 
その他 

６ 件 

１２ 件 

３ 件 

１ 件 
９ 件 

２ 件 

 

小  計 ３３ 件 

施 
設 

施設の衛生状態に関する事  
そ族昆虫に関する事 

９ 件 

１ 件 

小  計 １０ 件 

施設からの排水に関する事 １ 件 

その他 １１ 件 

合    計 ５５ 件 
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(4) 食品衛生機動班の活動状況 
食品営業施設の広域的監視指導及び食品等の検査を効率的に行うため、食品衛生機動班（第４班）を 

設置し、食品による危害防止に努めました。 
①  業務別日数及び検査状況 

業  務  内  容 （単位：日） 
施設監 
視指導 

食品収 
去検査 

食中毒 
等調査 

衛 生 
教 育 

そ の 他 
 

計 
 

１８９ ４３ - ４ - ２３６ 
  

②  違反発見状況及び指導票交付件数                                        （単位：件）  
違  反  発  見  状  況  

 
計 
 
 

 
 

指導票交付件数 
 
 

法 
第 
６ 
条 

法 
第 
８ 
条 

法 
第 
９ 
条 

法 
第 
11 
条 

法 
第 
16 
条 

法 
第 
17 
条 

法 
第 
19 
条 

法 
第 
20 
条 

法 
第 
51 
条 

法 
第 
52 
条 

条 
例 
３ 
条 

- - - - - - - - - - - - - 
   ※ 法第６条（不衛生食品等の販売等）、法第１１条（規格基準に合わない食品等の販売等）、法第 52 条（営業の許可） 
 
１2 生活衛生営業 
 

日常生活に関係の深い理・美容業、クリーニング業等の生活衛生関係営業施設の衛生水準の向上を図る

ため、監視指導を実施しました。 
(1) 生活衛生関係営業の施設数及び監視状況 

理・美容所に対しては、皮膚に接する器具等の洗浄及び消毒の徹底について、旅館・公衆浴場に対して

は、浴槽水等のレジオネラ属菌の検査の実施について、重点的に監視指導を実施しました。 

 

◆ 生活衛生関係営業施設数及び監視指導状況 

      

区  分 

 
理 
 
容 
 
所 

 
美 
 

容 
 

所 

 
興 
 

行 
 

場 

旅  館 公衆浴場 クリーニング所 住宅

宿泊

事業

法 

届出

施設 

     
合 

 
計 

 
 
計 
 
 

旅 
館 
・ 
ホ 
テ 
ル 

 
簡 
易 
宿 
所 

 
 
 計 

 
一   

 
 
般 

 
そ 
 

の 
 

他 

 
 
計 
 
 

 
一 

 
 

般 
 

 
取 
 

次 
 

店 
大 田 原 市 99 179 2 128 34 94 15 0 15 34 12 22 2 459 

那 須 塩 原 市 176 345 9 213 174 39 50 1 49 76 33 43 16 885 

那 須 町 35 48 8 636 381 255 63 0 63 11 2 9 119 920 

矢 板 市 31 64 0 26 22 4 10 0 10 25 10 15 3 159 

さ く ら 市 54 80 0 23 21 2 17 0 17 27 10 17 0 201 

塩 谷 町 14 19 1 20 16 4 6 0 6 4 2 2 0  64 

高 根 沢 町 36 59 0 6 5 1 6 0 6 22 8 14 1 130 

那 須 烏 山 市 44 64 0 28 20 8 10 0 10 15 7 8 1 162 

那 珂 川 町 29 30 1 50 18 32 14 0 14 10 6 4 1 135 

合 計 518 888 21 1130 691 439 191 1 190 224 90 134 143 3115 

監 視 合 計 21 54 2 164 100 64 34 0 34 31 13 18 0 306 
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(2) 特定建築物の施設数及び監視状況 
空調管理、給水管理などについて、重点的に監視指導を実施しました。 

 

 ① 特定建築物監視状況 

区  分 興行場 百貨店 店 舗 事務所 学 校 旅 館 集会場 博物館 図書館 計 

新 規 届 出 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

施 設 数 4 １ 65 19 3 50 2 １ 1 146 

監 視 件 数 0 0 13 0 0 2 0 0 0 15 

  

② 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録状況 
区  分 

 
清掃業 

 
空気環境 
測 定 業 

水 質 
検 査業 

飲料水 
貯水槽 
清掃業 

排水管 
清掃業 

計 
 

登 録 業 者 数 4 1 1 13 2 21 

登録件数(年度中) 1 0   0 1 0 2 

 

(3) 遊泳用プール施設数 

市町名 遊泳用プール数  
 
 
 
 
 

市町名 遊泳用プール数  
 
 
 
 
 

市町名 遊泳用プール数 

大 田 原 市 4 矢 板 市 １ 那須烏山市 1 
那須塩原市 12 さ く ら 市 4 那 珂 川 町 1 
那 須 町 7 塩 谷 町 0   

  高 根 沢 町 0   
計 23 計 5 計 2 

 

13 薬 事 
 

医薬品等の有効性・安全性の確保、毒劇物による危害発生防止等を図るため、監視指導を実施しました。 
(1) 薬局・医薬品販売業の施設数及び監視状況 

医薬品等の管理及び適正使用等についての情報提供、薬局での調剤過誤防止について、重点的に監 
視指導を実施しました。 

 
 
 

業  態 
 
 
 

 
施 
設 
数 
 
 

市 町 別 内 訳  
監 
視 
件 
数 
 

大 
田 
原 
市 
 

那 
須 
塩 
原 
市 

那 
須 
町 
 
 

矢 
板 
市 
 
 

さ 
く 
ら 
市 
 

塩 
谷 
町 
 
 

高 
根 
沢 
町 
 

那 
須 
烏 
山 
市 

那 
珂 
川 
町 
 

薬 局 143 37 50 4 13 17 2 7 6 7 62 

健康サポート薬局* 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 

地域連携薬局* 5 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

店舗販売業 88 14 36 5 10 10 1 2 7 3 26 

卸売販売業 20 9 9 0 1 1 0 0 0 0 8 

薬種商販売業 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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薬局医薬品製造販売業 12 4 2 0 2 2 0 0 0 2 2 

薬局医薬品製造業 12 4 2 0 2 2 0 0 0 2 2 

高度管理医療機器販売業・貸与業  128 27 49 4 13 20 1 6 6 2 73 

管理医療機器販売業・貸与業 1245 241 431 63 117 145 25 73 88 62 141 

再生医療等製品販売業 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

合  計 1651 337 581 76 158 197 29 88 107 78 315 

*計上する施設数は、薬局の施設数からの再掲 

 

 (2) 毒物劇物販売業者等の登録数及び監視状況 

毒物劇物の保管管理、譲渡手続きの徹底等について、重点的に監視指導を実施しました。 
 
 

業  態 
 
 

 
施 
設 
数 
 

市 町 別 内 訳  
監 
視 
件 
数 

大 
田 
原 
市 

那 
須 
塩 
原 
市 

那 
須 
町 
 

矢 
板 
市 
 

さ 
く 
ら 
 

塩 
谷 
町 
 

高 
根 
沢 
町 

那 
須 
烏 
山 
市 

那 
珂 
川 
町 

一般販売業 97 26 34 3 9 8 2 3 7 5 19 

農業用品目販売業 68 13 19 5 8 9 3 3 1 7 20 

特定品目販売業 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

電気めっき業 5 1 2 0 0 1 0 0 1 0 3 

特定毒物使用者 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

合  計 175 40 58 8 17 20 5 6 9 12 42 

 

 (3) 麻薬関係施設数及び監視状況 

麻薬・向精神薬等の保管管理及び帳簿等記録の徹底について、重点的に監視指導を実施しました。 

区分 業     種 施 設 数 立入検査数 

麻 

 

薬 

麻薬卸売業者 1 0 

麻薬小売業者 104 50 

麻薬診療施設（病院、診療所等） 147 15 

麻薬研究者 3 2 

大 麻 大麻栽培者 2 6 

 

覚 

醒 

剤 
 

覚醒剤研究者 1 1 

覚醒剤原料取扱者 5 1 

覚醒剤原料研究者 １ 0 

その他の覚醒剤 

原料取扱者 
薬 局 143 49 

病院、診療所等 512 14 

向  

精  

神 

薬 

薬局・卸売販売業（免許みなし） 163 49 

病院、診療所等 512 14 

向精神薬試験研究施設 10 2 

                 合     計 1604 203 
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 (4) 薬剤師免許の申請状況 

免許申請 名簿訂正 書換え交付 再 交 付 消  除 

19  10 11 0 0 

 

(5)  薬物乱用防止対策 

     

 実 施 日 名       称 内       容 参加者数 

６月２６日 

コロナ対策

により中止 

６．２６ヤング街頭キャンペーン 

 

        － 

 

  － 

   
(6)  薬物依存症者対策 

   薬物乱用者に再乱用を防止するための相談等を実施するとともに、薬物乱用者の家族等に対する

支援を行いました。 

① 薬物依存症者家族の集い開催状況（奇数月第２木曜日開催） 

回 開 催 日 内    容 参    加    者 参加人数   

  

  

  

  

1 5 月 13 日 座談会、テキストワーク 県北健康福祉センター職員、栃木ダルク職員、家族 3 人 

2 7 月  8 日 座談会、テキストワーク 県北健康福祉センター職員、栃木ダルク職員、家族 5 人 

3 9 月  9 日 コロナ対策により中止                 －  

4 １１月 11 日 座談会、テキストワーク 県北健康福祉センター職員、栃木ダルク職員、家族  5 人 

5 1 月 13 日 座談会、テキストワーク 県北健康福祉センター職員、栃木ダルク職員、家族  6 人  

6 3 月 10 日 コロナ対策により中止                 －   

                                                                                 

② 薬物相談事業実施状況 

内    容 対象者数 実施回数 備        考 

薬物簡易検査 0 人 0 回 毎月第一金曜日実施 

 

 (7) 不正大麻、けしの発見処理状況 

無免許栽培又は自生・野生大麻等のパトロールを実施し、不正大麻、けしの発見除去を行いました。 

区   分 発 見 件 数 処 理 本 数 

大     麻 0 件 0 本 

け     し  12 件 565 本 

     

１4 水 道 
 

水道・専用水道等により供給される飲料水の安全を図るため、監視指導を実施しました。 
  水道施設数及び監視状況                                     

市 町 名 水 道 法 上 の 施 設 

上 水 道 簡易水道 
大 田 原 市 0 0 

那 須 塩 原 市 0 2 
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那 須 町 2 2 

矢  板  市 1 0 

さ く ら 市 1 0 

塩  谷  町 1 0 

高 根 沢 町 1 0 

那 須 烏 山 市 1 0 

那 珂 川 町 1 0 

合     計 8 4 

監 視 件 数 3 2 

   ＊知事認可事業のみ 

 

１5 温 泉 
 

温泉を保護し、可燃性天然ガスによる災害を防止し、温泉利用の適正を図るため、監視指導を実施しました。 

(1)  許可申請等処理状況 
区分 

 
 

市町名 
 

掘さく 
 
 

増   掘 
 

動力装置 
 

利   用 
 

温泉採取

許可 
 

温泉採取許

可承継承認 
可燃性天然

ガス濃度確

認 

利用許可承

継承認 
 

採取許可

変更 
 

申

請 
許

可 
申

請 
許

可 
申

請 
許

可 
申

請 
許

可 
申

請 
許 
可 

申

請 
許

可 
申

請 
確

認 
申

請 
承

認 
申

請 
許

可 
大 田 原 市 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

那須塩原市 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 

那 須 町 1 1 0 0 0 0 38 38 0 0 0 0 1 1 6 6 0 0 

矢 板 市 1 1 0 0 1 1 15 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

さ く ら 市 0 0 0 0 0 0 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

塩 谷 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

高 根 沢 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

那 珂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合   計 2 2 0 0 2 2 161 161 1 1 0 0 3 3 9 9 0 0 

 

(2) 源泉等の数及び監視状況 
市 町 名 源  泉  数 利用許可数 

大 田 原 市 17 74 

那 須 塩 原 市 210 796 
那 須 町 140 720 
矢 板 市 8 65 
さ く ら 市 16 65 
塩 谷 町 7 20 
高 根 沢 町 4 9 
那 須 烏 山 市 7 23 
那 珂 川 町 14 53 

合  計 423 1825 
  監 視 件 数 89 334 
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１6 試験検査   
 

食品の安全性に関する問題は年々複雑化・多様化し、その裏付けとなる検査の必要性が増大しています。

また、環境衛生においても基礎的なデータを得るための検査が必要となっています。 
県北健康福祉センターでは、食品の規格基準検査や各種の細菌検査、特定施設の排水検査を行いまし

た。 
 

  ◆ 試験検査 
区分 

 
食 品 
検 査 

食中毒等 
の 検 査  

排 水 
検 査 

計 
 

件数 1,120 112 40 1272 

 
(1) 食中毒等の検査状況 

区  分 
 

食 中 毒 ・ 有 症 苦 情 の 検 査     その他 
 

   計 
 食 品 便 ふきとり 水 その他 

件  数 0 56 56 － － － 112 

 

(2) 食品等試験検査状況（汚染実態調査を含む） 
 

   検査項目 
 
 
 
 
 
 

  食 品 

検 
 

査 
 

検 
 

体 
 

数 

検 
 

査 
 

項 
 

目 
 

数 

左   記   内   訳 
理  化  学 細  菌  学 抗 

 
生 
 

物 
 

質 

保 
 

存 
 

料 
 

酸 
化 
防 
止 
剤 
 

品 
質 
保 
持 
剤 
 

甘 
 

味 
 

料 
 

発 
 

色 
 

剤 
 

漂 
 

白 
 

剤 
 

着 
 

色 
 

料 
 

殺 
 

菌 
 

料 
 

Ｐ 
 
 
 

Ｈ 
 

そ 
 

の 
 

他 

一 
般 
細 
菌 
数 
 

大 
腸 
菌 
群 
 

大 
 

腸 
 

菌 
 

黄 
色 
ブ 
ド 
ウ 
球 
菌 

乳 
酸 
菌 
数 
 

サ 
ル 
モ 
ネ 
ラ 
属 
菌 

ク 
ロ 
ス 
ト 
リ 
ジ 
ウ 
ム 

腸 
炎 
ビ 
ブ 
リ 
オ 

セ 
レ 
ウ 
ス 
 

カ 
ン 
ピ 
ロ 
バ 
ク 
タ 
｜ 

リ 
ス 
テ 
リ 
ア 
 

そ 
 

の 
 

他 
 

魚 介 類 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
冷
 
凍
 
食
 
品

無加熱摂取冷凍食品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
凍結直前に加熱された
加熱後摂取冷凍食品 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

凍結直前未加熱の
加熱後摂取冷凍食品 

- 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

生食用冷凍鮮魚介類 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

魚 介 類 加 工 品 
（かん詰め、びん詰めを除く）  

20 30 20 - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - 

肉卵類及びその加工類
（かん詰め、びん詰めを除く）  

23 105 20 - - - 20 - - - - - 3  20 20 - 20 2 - - - - - - 

乳 製 品 36 72 - - - - - - - - - - 16 36 - - 20 - - - - - - - - 
乳類加工品（アイスクリーム
類を除き、マーガリンを含む）  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

アイスクリーム類・氷菓 32 

 
64 

 
- - - - - - - - - - 32 32 - - - - - - - - - - - 

穀類及びその加工品
（かん詰め、びん詰めを除く）  

38 131 - - 17 - - - - - - - 38 12 26 38 - - - - - - - - - 

野菜類・果物及びその加工品  
（かん詰め、びん詰めを除く）  

31 51 20 - - - - 3 - - - 6 - - 11 - - - - 11 - - - - - 

菓 子 類 10 40 - - - - - - - - - - 10 10  10 - 10 - - - - - - - 
清 涼 飲 料 水 37 57 20 - - - - - - - - - - 37 - - - - - - - - - - - 
酒 類 飲 料 6 7 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
氷 雪 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
水  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
かん詰め・びん詰め食品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
そ の 他 の 食 品 132 376 8 - - - - - - - - - 124 - 123 121 - - - - - - - - - 
添
加
物

化学的合成品及びその製剤 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
そ の 他 の 添 加 物 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

器 具 及 び 容 器 包 装 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
お も ち ゃ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
小 計 365 933 89 6 17 - 20 3 - - - 6 223 137 180 189 20 30 2 11 - - - - - 
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乳

生 乳 151 151 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151 
牛 乳 6 36 - - - - - - - - - 24 6 6 - - - - - - - - - - - 
部 分 脱 脂 乳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
加
工
乳

乳脂肪分３％以上 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
乳脂肪分３％未満 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
小 計 157 187 - - - - - - - - - 24 6 6 - - - - - - - - - - 151 

合 計 522 1,120 89 6 17 - 20 3 - - - 30 229 143 180 189 20 30 2 11 - - - - 151 

 
(3) 腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７・サルモネラ汚染実態調査状況（再掲） 

区  分 腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７ サ ル モ ネ ラ 計 
食  品 31 10 41  

 
(4) 水質汚濁防止法に基づく排水検査状況 

 
検 体 数 

 

４  項  目 その他の生活環境項目 そ の 他  
合 計

 
ｐH 
 

B O D 
 

SS 
 

C O D 

 
小計 

 
T-Cr 

 
Zn 
 

Cu 
 

Fe 
 

Mn 
 

大腸菌 
群   数 

小 計 
 

2 
SO4 

DO 
 

その他 
 

13 12 11 11 - 34 0 2 0 2 1 1 6 - - - 40 

 

 
◆ 保健所の沿革 
 
昭和12(1937)年 4月 5日  法律第42号  保健所法制定 
昭和12(1937)年10月 26日 大田原保健所設立認可 
昭和 13(1938)年 3 月    建設工事着工（大田原町大字大田原

2,539番の４番・現在地） 
昭和13(1938)年 9月 25日 建設工事竣工、本県初の保健所として

設置発足 
昭和13(1938)年 9月 28日 竣工落成式・開所式 
昭和19(1944)年 4月      Ｃ級保健所に指定される。 

 昭和22 (1947)年 9月 5日  法律第101号保健所法全面改正 

（昭和23(1948)年１月１日施行） 
                     これより従来の健康相談事業のみ

から公衆衛生事業を行うことになる。 
 昭和26(1951)年 4月 1日 Ｂ級保健所に昇格 
 昭和27(1952)年 2月       課制を布き２課制となる。 
                     （総務課、保健予防課） 
 昭和27(1952)年 3月       庁舎増築竣工（270.6㎡） 
 昭和35 (1960)年4月1日  環境衛生課を設置して３課制となる。 
                     行政区変更により塩原町編出 
                     （１市４町１村管轄となる。） 
 昭和35(1960)年 8 月      厚生省公衆衛生局長通達による型別

人口別分類表によりＲ３型保健所に

指定される。 
 昭和42(1967)年 3月 31日  新庁舎新築（大田原市住吉町２丁目

14番９号・現庁舎）（延べ926.35㎡） 
 昭和50(1975)年 4月 1日保健婦室を設置して3課 1室制となる。 
 昭和51 (1976)年 4月 1日 試験検査課を設置して４課１室制と

なる。試験検査等部門で県北ブロッ

◆ 福祉事務所の沿革 
 
 昭和26(1951)年 10月  1 日 社会福祉事業法付則７により法第13

条に基づく福祉事務所制度が発足する。 
                       那須地方事務所民生課で分掌20町村を

管轄する。 
 昭和26(1951)年 12月  6日 児童福祉司配置（県婦人児童課兼務） 
 昭和27(1952)年 4月 26日 母子相談員配置 
 昭和28(1953)年 3月 31日 地方事務所廃止となる。 
 昭和28(1953)年 4月  1日 那須福祉事務所設置される。 
                       庶務社会課、保護課の２課制となる。 
                       児童福祉司は児童相談所兼務、身体障

害者福祉司は 29 年 10 月 11 日まで塩

谷福祉事務所兼務 
 昭和30(1955)年 1月  1日 生活保護に関する嘱託医配置 
 昭和31(1956)年 12月 18日  婦人相談員配置 
 昭和36(1961)年 12月 18日  婦人相談員兼母子相談員となる。 
 昭和37(1962)年 4月  1日 精神薄弱者福祉司配置 
 昭和 39(1964)年 5 月 15 日 家庭相談室設置 家庭相談員２名配

置 
 昭和41(1966)年 4月  1日 青少年指導員配置 
 昭和41(1966)年 6月  1日 庶務社会課を庶務課、社会課に分け保

護課とともに３課制となる。 
 昭和42(1967)年 10月 25日 優良福祉事務所として厚生大臣表彰

を受ける。 
 昭和53(1978)年 4月  1日  行政事務嘱託員設置 
 平成 4(1992)年 3月 31日 行政事務嘱託員廃止 
 平成 5(1993)年 4月  1日 庶務課が社会課に併合され、保護課と

の２課制となる。 
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ク保健所となる。           

行政区変更により塩原町編入       

               （２市４町１村管轄となる。） 
 昭和54(1979)年 1月 10日 試験検査室新築（160.5㎡） 
 昭和54(1979)年 8月 25日 車庫新築（30.0㎡） 
 昭和57(1982)年 6月30日 厚生省公衆衛生局長通達による型別

人口別分類表によりＲ２型保健所に

指定される。 
 昭和 62(1987)年 4 月 1 日 試験検査課・保健婦室が改称され、

検査薬事課・健康指導課となる。 
 平成元(1989)年4月1日   環境保全担当を設置し５課１担当制

となる。 
 平成９(1997)年 4月       地域保健法全面施行 
 平成９(1997)年 4月       地域保健法第５条第１項に基づき、県

北保健所が設置される。 

 平成 5(1993)年 4月  1日 身体障害者福祉法及び老人福祉法の一

部が 町村に移譲される。 
 平成 12(2000)年 4 月  1 日 児童福祉法の一部が町村に移譲され

る。 
 平成 15(2003)年 4 月  1 日 知的障害者福祉法等が改正され支援

費制度が開始される。 
 平成18(2006)年 4月  1日 南那須福祉事務所廃止に伴い、那珂川

町及び那須烏山市が事務所管轄に加わる。 
 平成18(2006)年 4月  1日 障害者自立支援法が施行され、３障

害（身体、知的、精神）の制度格差が

解消し、実施主体が市町に一元化され

る。 
 平成20(2008)年 3月 31日 家庭児童相談室廃止 

（家庭相談業務が町に委譲される。） 
 

 
         平成９(1997)年 4月       ※ 栃木県行政機関設置条例の一部改正により、健康福祉センターが設置される。 
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◆ 健康福祉センターの沿革 
 
    平成 9(1997)年 4月       栃木県行政機関設置条例の一部改正により、健康福祉センターが設置される。 
    平成12(2000)年 4月       介護保険制度が開始される。 
      平成15(2003)年 4月       室を廃止し３部となる。（地域支援部・健康福祉部・環境部） 
      平成16(2004)年 12月28日 検査室を増築する。（89.31 ㎡） 
        平成18(2006)年 4月 1日  那須烏山市及び那珂川町がセンター管轄区域に加わり、５市６町管轄となる。 
    平成19(2007)年 3月 31日 上河内町及び河内町が宇都宮市に編入合併したことにより、５市４町管轄となる。 
       平成20(2008)年 4月       環境部と林務事務所を統合した環境森林事務所の設置により、２部制となる。 

（地域支援部、健康福祉部） 
      平成22(2010)年 4月     健康福祉センターの組織改編に伴い、地域支援部を総務福祉部に、健康福祉部を地域保健部に名称

変更し、 生活福祉課を総務福祉部に移管する。また、総務課を総務企画課に、地域支援課を福祉指導

課に、健康福祉課を健康支援課に課名変更する。 
塩谷福祉事務所から塩谷地区２市２町の福祉諸手当の認定事務や施設等検査業務が移管される。 

平成 24(2012)年 4 月    塩谷福祉事務所廃止に伴い、塩谷地区２市２町の所管業務がすべて移管となる。 

令和 2(2020)年 4 月    健康福祉センター組織改編に伴い、福祉指導課を廃止し、総務企画課に福祉支援チームを設置 

       した。 
 


